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1.従来議論されてきた憲法上の受刑者の権利

憲法 31条は「何人も，法律の定める手続によらなければ，その生命若しくは自

由を奪はれ，又はその他の刑罰を科せられない」と規定し，科刑手続を含む刑事手

続全般における人身の自由を総則的に保障する。そして， 32条で裁判を受ける権

利を， 33条で逮捕の要件七 34条で抑留・拘禁の要件，不法拘禁に対する保障を

定め， 35条で住居の不可侵を保障する。また 37条では公正な刑事裁判を受ける権
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利を含む刑事被告人の権利， 38条で自己負罪拒否権を規定し，特に刑事裁判およ

びその前提の捜査手続における公権力の行使に対する保障を規定している。さら

に，刑罰を執行する科刑については，憲法 36条が「公務員による拷問及び残虐な

刑罰は，絶対にこれを禁ずる」と規定し，拷聞とともに，明文で「残虐な刑罰Jを

禁止する。

これら一連の条文は，西ヨーロッパでフランス革命以来発展してきたものと同様

の，近代的な人身の自由の保障をわが国でも確立しようとし，その内容として，近

代刑事裁判手続を保障すると同時に，近代的刑罰制度を，日本国憲法が導入するこ

とを保障したと考えられる。つまり，憲法 31条において罪刑法定主義を定め，科

刑の段階およびそこに至るまでに必要となるさまざまな原則および手続として， 33 

条以下で身体の自由の制限や住居・書類・所持品の捜索について令状主義を， 37 

条以下で裁判過程における被告人の権利を，また，公平な裁判実現のための手続と

原則を保障したのである。

このように，日本国憲法は，国家権力が刑罰を科すに当って，怒意性を排除し公

平性を確保することを主たる目的として，そこに至るまでの裁判過程および捜査過

程における身体の自由への侵害からも保障するために諸条文を用意しているが，そ

れらのうち，捜査段階および裁判過程における手続的保障については，憲法の分野

のみならず，特に刑事訴訟法の分野において詳細な規定が設けられ，そのためも

あって，これまでにも多くの関心が持たれ，議論の蓄積がなされてきた。そして，

このことはまた，近年導入された裁判員制度の是非を巡る議論の過程で，それまで

の裁判において判決に至るまでに必要とされた長い年月に対する批判や，有罪率

99%以上という事実に対する不信感などが表面化したことがあいまって，裁判過

程の自由と権利について殊更な注目を浴びることになった。また，裁判手続に入る

前の捜査段階における手続に関しでも，憲法 31条以下の保障については，従来か

ら憲法学説上，適正手続の適用範囲として刑事手続以外に行政手続をもカバーする

か，また，令状主義の貫徹の問題として緊急逮捕が合憲と認められるかなど，さら

に，逮捕時の捜索差押で捜索差押令状が不必要であるとする場合の範囲などについ

て，多くが論じられてきた。

しかし，こと有罪判決の後の刑罰の執行をめぐる議論，つまり科刑の段階におけ

る権利保障については，少なくともこれまでは，憲法の分野ではそれほど関心が高

かったとは言い難し受刑者だけでなくそれ以前の段階の未決勾留中の者にまで範

囲を広げたとしても，以下のように，表現の自由や幸福追求権など，限定的な部分
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において散見されるのみだった。すなわち，未決勾留中の者の閲読の自由に関する

判決としての， Iよど号」ハイ・ジ、ヤツク新聞記事抹消事件(最大判昭和 58年 6月22

日民集 37巻 5号793頁)が第ーに挙げられる。この「よど号j事件は，読売新聞の

記事を拘置所が抹消した上で被収容者に許可した事件で，記事閲読を許すことによ

り， I規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋

然性がある」場合に， I障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にj限って

制限は認められるとし，閲読の制限について一定の枠をはめたものの，当該抹消に

よる制限を許容範囲として容認していた。また，後の判決で，受刑者の「信書検

査」について， この「よど号」判決を引用しつつ，一定の範囲で刑務所に権限を認

めている(最判平成 6年 10月27日判時 1513号91頁)。また第二に，憲法 13条が保

障する幸福追求権については，未決勾留中の者の「喫煙権」と施設管理権との聞で

議論されたことがあったが，火災発生の予防などの目的から，その制限は裁判所に

よって容認されている(最大判昭和 45年 9月 16日民集 24巻 10号1410頁)。

このように，少なくとも裁判所においては，刑罰のあるべき姿やその目的および

効果などといった，根本的な議論を，憲法条文との関係で，または憲法価値との関

係で深めることなしいわば被収容者の有する端々の自由や権利の内容や範囲また

は制限においてしか考察してこなかったと言ってよいであろう。しかし，そのよう

に日常の受刑生活や勾留中の生活のさまざまな場面で問題となる自由の制限は，刑

罰制度や裁判制度などの根本的な価値に関する議論に照らして，いかなる場合に可

能となるのか，そしてそれが可能な場合， どのような範囲や程度なのかが論じられ

るべきであり，基，本的な視点、が抜けた状態での議論の結末は，身柄を拘束し刑罰を

科すという一定の公権力行使の目的と，そのための必要性の見地から，例えば火災

予防という理由からの喫煙の禁止を含む制限も，逃亡を企てる可能性があるという

理由からの信書検査による信書の秘密の制限も，その他諸々の被収容者の自由と権

利の制限も，よほど明白な権限の逸脱または濫用がない限り認められることになら

ざるを?得ないのである。つまり，刑事施設の長による，被収容者の自由の制限に関

する裁量は，一定の枠の中であれば広範囲に容認できるという帰結にしかならない

のはごく自然の論理によるように思われるのである。

要するに，受刑者等，被収容者のさまざまな自由の制限に関して，憲法 31条以

下の自由と権利の保障の趣旨に照らし，それら制限が容認できるものか否かを真に

判断するためには，そのような根本的な行刑原理と目的について，刑事政策の観点

からだけでなく，憲法の観点からも議論することが重要であろう。しかし，現実に
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は，実態としての日々の行刑の執行および実務は，日々の被収容者の生活L 満期

でのまたは仮の出所などを処理する必要性から，そのような行刑原理や憲法上の根

本的議論を抜きにし，または置き去りにして進展しているから，憲法の議論がそれ

に追いつくことがまず肝要で、あろう。

2.監獄法の改正と刑事収容施設法の制定および本稿の目的

以上述べたような観点において現実的に重要な考察対象として忘れてはならない

のは，監獄法に代わり 2005年に制定された「刑事施設及び受刑者の処遇等に関す

る法律Jの理念とその施行状況である。周知のように，この新法は， 2001年およ

び2002年に名古屋刑務所で発生した，刑務官による受刑者の致死傷事件が引き金

となって，法務省が行刑のあり方を見直し改正するための作業として行刑改革会議

を設置いそれが 2003年に出した「提言」に由来する。その提言においては，そ

れまで刑務所で行われてきた懲罰執行等の典型的な公権力行使を含む具体的な日々

の行刑が，法律よりも省令および通達などを根拠としており，日々の行刑運営上生

じる受刑者の自由の制限が，直接的には法律に根拠を置かず，行政機関の実質的意

味の法律に依っていた点を戒め，自由の制限根拠を国民代表機関である国会制定の

法律に依拠せしめることで，受刑者の人権保障を確保させると同時に，そのために

受刑者の権利と刑務官の権限を法律上明確化することを求めた。また，行刑のあり

方や逸脱について受刑者からの不服や苦情を的確に受理することで，公権力行使に

おける死傷事件の発生を未然に防ぐことが，それまでよりも効果的に可能となる方

法を示した。さらに「提言Jは，行刑の透明性を確保し，国民に信頼される刑務所

運営を目指すべきであるとして，公開裁判での有罪判決の後に，突如としてブラッ

ク・ボックスに入っていた刑罰執行のあるべき姿として，国民に一定の透明性を確

保し理解を得ることの必要性を説いた。また，懲役刑等の中身として，それまでの

単純な刑務作業の繰り返しを，矯正教育を視点の中心に据えた社会復帰に役立つも

のとすることを「提言」は求め，単に，社会から犯罪者を隔離し，その限りで社会

防衛を確保するという視点ではなく，犯罪者自身の更生を実現することで社会防衛

を達成することを中心的視点に据えた自由刑とするというように，発想、の転換を求

めたのである。したがって，受刑期聞における改善更生のためのプログラムのさら

なる充実が急務とされた。

そのような観点を柱とする「提言」に基づき，国会審議を経て， 2005年に新法

(現「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」平成 17年5月25日法 50。以
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下， I刑事収容施設法J) が制定され，現に施行されてすでに年月が経過した。しか

し同法の内容およびその実施の状況，効果等について評価をするためには，さらに

時間の経過が必要と思われるので，そのような検討は別の機会にすることとし，本

稿では，将来におけるわが国および他国の行刑の根本的原理および目的はいかなる

ものであるべきなのか，それとの比較で，わが国の新しい刑事収容施設法上， さら

に改善するべき点はないのか，発見し考察するため，対象として 2007年に開始さ

れたカリプオノレニア州における刑務所改革の動向を概観する。なぜなら，同州の改

革には多くの示唆が含まれていると考えられるからである。

したがって本稿では，憲法上，被収容者の身体の自由その他基本的な自由と権利

のあり方について議論するための前提として，受刑者収容の根本的な原理および目

的，そして，それらに適合的な科刑のあり方，つまり行刑の基本原理を探り明確に

するという最終目標との関連で，以下，第 1章でカリプオノレニア州における刑務所

改革として，そのような改革の背景には，わが国が直面しているのと同様に過剰収

容問題があった事実を明らかにし，つぎに同州の改革の重要な基本原理および改革

の要点は何かを明確にすると同時に，その改革の進捗状況を連邦裁判所の介入も視

野に入れながら確認する。その上で，第 2章でこれら改革に関する評価を検討し，

最後にそれを踏まえて，わが国の行刑改革の今後と受刑者の権利の考察にとって参

考になる点、は何かを検討する。

第 1章 カリフオノレニア州における刑務所改革の

経緯とその内容

カリフオノレニア州知事であるアーノノレド・シュワノレツネッガーが 2007年 5月 3日に

州議会下院法案 900(the Public Safety and Offender Rehabilitation Services Act of 2007: 

Assembly Bill 900) [以下， AB900Jに署名することで同法案第 7章が施行され，州統

治法および州刑法が部分的に改正された。これを皮切りに同州における刑務所改革

および行刑改革が急ピッチで進行することになるのだが，まず，なぜそのような，

広範囲にわたる刑事収容体制の改革が開始されたのか。本章ではその背景と AB900

の審議について第 1節で明らかにし，ついで第 2節で AB900の内容を検討する。

そして第 3節において， この法律改正によって緒に就いた改革が，その後， どの程

度進行してきているのかについて確認する。そして， このようなカリフオノレニア州
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の改革の流れを見ることで，その基本方針・基本原理，および，これからのあるべ

き方向性を理解するための手掛かりを得たい。

第 1節 背景としての過剰収容問題

2007年に始まったカリフオルニア州における刑務所等の改革は，実はわが国に

おいてと同様に，刑務所における過剰収容の問題が，すぐにでも対処しなければな

らない喫緊の課題となっていたために開始されたもので、あった。以下，その収容状

況の推移を時間的に追ってみよう。

(1) 過剰収容問題

1980年代から犯罪の増加が深刻であったカリフオルニア州においては，刑務所

における受刑者数もうなぎ上りであった。受刑者数のデータによると， 1989年に

おける男女合わせた受刑者数 8万 4338人は，翌 1990年lこは 9万 4122人， 91年に

は9万 8515人， 92年には 10万 5467人と 10万人を超えた。その後も増加傾向は

続き， 93年には 11万 5573人，そして， 94年には 12万 1084人L 毎年記録は塗

り替えられていった1)。そのような中で，特に凶悪な犯罪の発生数を減らすことを

目的に， 1994年 11月，三振法 (ThreeStrikes Law) として知られるようになったカ

リフオノレニア州法が施行された。この法律により，重大犯罪を繰り返す犯罪者に対

して，より長期の懲役刑を科すことが可能となったのである。具体的には，過去に

2つ以上の重大な重罪または暴力重罪 (violentfelony)で有罪の前歴がある者が， 3 

度目に重罪を犯した場合には，懲役 25年から終身刑までの刑を科すことが可能と

なり，また，過去に 1つの重大な重罪または暴力重罪で有罪の前歴がある者が，再

び重罪によって有罪になった場合には，その重罪について刑期を通常の倍の期間と

することが可能となった2)。そして，実際にこの法律により， 2度目または 3度目

の重罪犯罪のために，過重刑の対象となって 2008年に受刑していた者の数は， 4 

万 1114人であった3)。つまり，同年の全受刑者数は 17万 1161人であるから，三

振法の対象となって受刑していた者の数はその 24%を占めていたことになる。要

するに，この三振法の施行により，それ以後の刑務所の受刑者数は，さらに増加す

ることになったのである4)。

さらにこのような受刑者数の増加傾向に拍車をかけているのが，再入率の高さで

ある。 1994年から 2007年までの 14年間の統計によると，保護観察付きで初めて
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仮出所が認められた重罪犯が，出所後 1年以内に刑務所に戻る再入率で最高だった

のは， 1996年および 1997年で，その率は 45%であった。また，逆に，同様に出

所後 1年間の再入率が最低だったのは 2003年および2004年で、あったが，それでも

38%である。さらに，この再入率は，出所後刑務所に戻るまでの調査対象期聞を

長くすれば当然高くなるが，出所後3年以内の再入率を見ると，最低は 2003年の

56%，最高は 1994年と 1996年の 61%であった。これをわが国の状況と比較する

と，平成 13(2001)年の出所受刑者総数2万5714人の平成 16年年末までの 3年間

の再入率を見ると， 39.7%であるの。

このような状況に，新規有罪判決による新人数の増加を考慮して将来の受刑者数

を予測すると， 2009年の 5年後の 2014年には，カリフオノレニア州刑務所受刑者数

は， 17万7317人になると予測されている6)。

要するに，カリプオノレニア州においては，受刑者数の増加傾向により，刑務所全

体の収容定員に対する実際の受刑者数，つまり収容率は 2009年現在で，ほぼ

200%となり，体育館や談話室 (dayrooms)にも 2段ベッド， 3段ベッドを入れ

て，受刑者の就寝スペースを確保しているのが現状である。このような状況のため

に，刑務所では収容しきれず，重罪のために重〈長い刑罰を刑務所で科せられるべ

き受刑者が，軽犯罪者を収容するカクンティー留置所 (jail)にも収容され，その

ために，今度は留置所に収容されるはずの受刑者が，玉突き状態で早期に社会に戻

され，または，有罪判決を受けてもそもそも留置所に入れられない状況にある。

2005年の単年度で，そのような理由で 23万 3388人が社会に戻された，あるいは

留置所に入ることを免れたとされている7)。

このような過剰収容状況が，多くの問題を引き起こすことは，わが国でも名古屋

刑務所はじめいくつかの刑務所において発生した数々の問題を想い起こせば想像が

つくことであろう。つまり，わが国における収容率が過去最悪の約 120%になった

のが 2002年から 2005年にかけてであるが，その直前に名古屋刑務所で受刑者の死

傷事件が発生し， 2005年には刑事収容施設法が制定され刑務所改革が緒に就いた

のである8)。収容率が 120%でこのような状況であれば，収容率が約 200%である

カリプオノレニア州においては，刑務所内においてさらに数多くの，そしてさらに甚

大な問題が発生してきたであろうことは想像するに難くない。では次に，カリフォ

ノレニア州刑務所の行刑の困難さを例証するいくつかの重要な裁判例を概観し，それ

らが今日の改革にどのような影響を与えたのかを考察していこう。
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(2) 主要な訴訟

2007年に AB900が可決され，刑務所改革および行刑改革が開始される以前か

ら，改革の動きを後押しした，あるいはそれを命じたとして知られている判決が下

されている。 AB900可決以後の 2009年および 2010年にも，これら二つの判決に

関連して判決が出されているが，それらについては後に第 3節「改革の進捗状況j

で触れることとし，ここでは， AB900可決までの経緯を確認する上で必要となる

2007年よりも前の二つの判決を概観し，州知事は，ただ単に過剰収容が極端な限

度までに達しているという事実的な状況によってだけでなく，司法の判断，つまり

連邦裁判所の判決によっても，早急な対処をしなければならない状況に追い込まれ

ていた事実を確認しておきたい。

1. コールマン対ウィルソン (1995年)9)

精神病患者である受刑者コーノレマンが，当時の州知事ピート・クイノレソンおよび

州刑務所組織の長を相手に起こした訴訟で，精神的健康 (mentalhealth)に関する

ケアが，刑務所内でほぼまったくなされていない事実，および，精神病患者である

受刑者を処遇する施策も手続もほぼ存在しない事実は， r残虐で異常な刑罰Jを禁

止する合衆国憲法修正8条，ならびに，適正手続を保障する向修正 14条に違反す

ると主張した。

これに対してカリフオノレニア州東部地区連邦地方裁判所は，コーノレマンの主張を

ほぼ認め，次のように判断した。すなわち，受刑者の意に反する薬物治療 (involun-

tary medication)を刑事施設が実施するには，医療従事者 (medicalstaff)がそれを

決定し， r独立した治療決定権者(independentmedical decisionmakers)によって〔そ

の決定の正当性が〕審査されなければならず，その審査は治療実施前に開催される

管理ヒアリング (administrativehearing)において行われ，そのヒアリングの開催に

ついて，ならびにそこに出席する権利およびそこで証拠を提示し，かつ証人に反対

尋問をする権利があることを， c当該〕受刑者に通知しなければならない」にもかか

わらず， r被告[=カリフオノレニア州〕においては， 72時間以内の意に反する薬物治

療について，その実施を統制するための手続を何ら有しておらず，また，第ーに，

意に反する薬物治療の開始以前には手続的保護はなにも存在しないうえに，意に反

する薬物治療が 72時間以上続くのでなければ， cそもそも〕そのような手続はまっ

たく〔用意されてい〕ない。……このような実務は，実体的・手続的権利を侵害して
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いるJ10)と。

また， I残虐で、異常な刑罰j を禁止する修正8条については， I意図的な無関心

(deliberate indifference) Jの基準11)を採用し，適切な医療ケアを重度の精神病受刑

者に対して施すことについて「意図的に無関心」であることは，その受刑者に対す

る修正 8条違反を構成するとした12)。さらに，受刑者に対する対処の仕方につい

ての個別の審査においても同様に，精神病受刑者について拘束器具 (mechanicalre-

straints)を利用した身体拘束および独居拘禁 (AdministrativeSegregation / Segregated 

Housing Units)，ならびに， c高電圧〕テーザー銃 (tasers)および 37ミリ銃の利用は，

同条に違反するとした。すなわち，同裁判所は原審治安判事の認定をそのまま引用

して， I精神病者である受刑者を適切に処遇 (propermanagement)するために，時

として拘束器具の使用は必要であるが，そのような拘束は，精神病受刑者によって

他者や自分自身に対する身体的攻撃 (physicalassault)がまさに起こった場合にの

み利用されるべきであり，また，それは厳正なガイドラインに従つてのみ利用され

るべきである 0 ・…・・精神病受刑者に対する身体拘束器具は， w心理的緊急事態が発

生したとき』にのみ利用されるべきで，したがって， w拘束器具が利用された後に

は，その精神病受刑者に対する精神科フォローアップ・ケア (follow-uppsychiatric 

care)がなされねばならない。』最後に， wこれら拘束器具の利用のための手続は，

同種の施設ごとに異なっており，そのような拘束器具の適切な利用を確保するため

の施設全体的審査 (systemwidereview)の制度がない。』…・・・当裁判所は，本件の記

録は合理的な議論の余地を残さず (beyondreasonable debate)，原告の修正 8条〔違

反であるとする〕主張〔を構成するところ〕のCI意図的な無関心」の〕客観的構成要素

(objective component)を実証しているJ13)と。

さらに，精神病受刑者の独居拘禁についても同様に，治安判事の認定をそのまま

肯定し，そのような拘禁を修正8条違反であると認定した。すなわち， I精神病受

刑者に対する独居拘禁または保護室収容は，彼らの精神的状況に関する評価をせず

に行われ，またそのような拘束はさらなる代償機能不全 (decompensation) をもた

らし，さらに受刑者は，独居拘禁または保護室収容の間，必要な精神的健康ケアを

受けることができていない以上，精神病受刑者を独居拘禁または保護室に収容する

ことは，修正 8条違反であるJ14)と。

さらにテーザー銃使用については，向精神薬治療を行っている受刑者に対する使

用について，看守職員はテーザー銃使用に先立って医療スタップ・チーフ (thechief 

medical officer) に連絡し，健康上，テーザー銃使用に問題がないかを確認するな
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ど，いくつかの限定的制限が存在するものの， I特定のその場合において使用する

ことの妥当性に関する熟慮を除外する (precludelような『急迫した状況 (exigent

circumstancesl1に， (テーザー銃の〕使用が制限されていない。反対に，看守と医

療スタップとの連絡，そして，医療スタップによる〔その受刑者の〕治療歴および精

神治療歴の審査という形において，受刑者に対するテーザー銃使用より前に，熟慮

が要求されている〔のみであるJJ 15)と。また， 37ミリ銃の使用についても， Iその

受刑者が向精神薬治療を受けているかいないかにかかわらず， [同銃の使用は， J精

神病受刑者に対して重篤で相当な危害 (seriousand substantial harmlを及ぼしえる

し，また〔実際に〕及ぼしてきたJ16)として， I当裁判所は，これらの事実から，修

正 8条〔で保障されているところ〕の原告の権利が侵害されたことを認定するという

結論にならざるをえないJ17)と判断した。

判決は最後に，精神病受刑者の処遇に関する改善策およびそれら受刑者の救済に

とって必要とされる施策および手続を早急に定め，その執行を監視する『特別主事

(a Special MasterHを選任するよう，州知事に命令した18)。

以上のコーノレマン判決が，精神病受刑者に対する適切な医療サービスの提供のあ

り方および身柄拘束のあり方について問われた事案で、あったのに対し，次のプレイ

タ判決は精神疾患等のない一般受刑者に対する適切な医療サービスのあり方が問わ

れた事案である。

2. プレイタ対シュワルツネッガー (2005年)

カリフオノレニア州刑務所に収容されている原告プνイタは，同刑事施設が適切な

医療や治療を施していない事実が，合衆国憲法修正 8条に違反するとして提訴し

た。

これに対するカリプオノレニア州北部地域連邦地方裁判所は，プレイタの主張を大

筋で認容した。その前提として，数年に渡る制度改革にもかかわらず，同州の刑務

所における医療の実施状況は改善されておらず，合衆国憲法修正 8条によって受刑

者に保障されている権利が侵害されていることを次のよう認定する。すなわち，同

州矯正局職員たちの「懸命の努力にもかかわらず，真の進展はほとんど見られな

い。これまでの政権から受け継いで、きた，極度に無機能で，広範に老朽化し，過度

に官僚的で，かつ政治的に翻弄された刑務所制度の抱える問題は， [通常の〕伝統的

な手法によってはもはや修正されえないほど，極端な程度 (toofar gonelに達して

いる。刑務所の医療実施体制 (medicaldelivery systemlは，あまりにもはなはだしく
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危機的な状況であるために，被告[=カリフオノレニア州〕は，最近では，憲法適合

的な基準 (constitutionalstandard)に合致するような解決策を自分たち自身で見出

して実行する能力がないことを公的に認めているようなありさまである。同州の失

敗は， リーダーシップの空白と，同州矯正局の医療体制の管理監督およびケア実施

における混乱を単に引き起こしたJ19)だけだしさらに，今でも「およそ 16万2

千人の受刑者が，医療上の無視や背任で充満した違憲状態の〔医療〕体制 (anun 

constitutional system)の下におかれている。〔また〕被告[=カリプオノレニア州〕自身

が認めているように， (医療〕ケアの欠如を直接的原因として，多くの受刑者が死亡

した。そして， この体制が直ちに詳細に修復されなければ，より多くの者が苦しみ

そして死亡するであろうことは，裁判所には明らかであるJ20)と述べ，医療体制を

修正する能力が同州にはすでにないと判断した。その上で，迅速な医療体制立て直

しにより，憲法に適合的な医療の実施を受刑者に確保するよう進めるために，裁判

所が介入する旨を宣言する。すなわち， Iこのような危機的状況に鑑み，そして，

〔受刑者に対する〕憲法違反は，この先長〈矯正されることはないとする被告〔自ら〕

の認容とに鑑み，裁判所はできる限り速やかにその〔憲法〕違反〔の状態〕を回復する

べく，自らその任を取り，救済を図らざるをえない。……〔したがって〕裁判所

は，矯正局の〔受刑者〕健康管理の実施を監督する，暫定的な『監督官 (ReceiverH

を指名することが必要で、あると信ずるJ21)と。

以上のように， 1995年にはコーノレマン判決によって，精神病患者である受刑者

に対する合衆国憲法修正8条および 14条違反が連邦裁判所に認定され， 2005年に

はプレイタ判決によって，一般受刑者に対する医療体制の不十分さが同憲法修正 8

条違反であると認定された。それと同時に，コーノレマン判決では，精神病受刑者の

ために憲法に適合的な医療体制を整え，その実施状況を監督するために，外部から

の監督官である『特別主事』を指名するよう州知事に命令した。また，プレイタ判

決では，もはや一般受刑者のための医療体制の立て直しは同州の能力では不可能と

みて， w監督官』の指名の手続に入ったのである。

(3) 非常事態宣言

200%にも達する過剰収容状況と，それを根本原因とする数々の医療体制の不備

から発生した問題が連邦裁判所において審理され，カリフオノレニア州は上述の二つ

の重要な判決において敗訴を喫したのであった。このような状況をそのまま放置し

ておくことは，同州にとってもはや不可能であった22)。そこで，州知事シュワノレ

169 



ツネッガーがまず打ち出したのが， 2006年 10月4日「刑務所過剰収容非常事態宣

言 (PrisonOvercrowding State of Emergency Proclamation， Oct.4， 2006)23) [以下，単に

「非常事態宣言JJJであった。これは，刑務所があまりに極度の過剰収容状況となっ

ているために，有罪判決を受けた犯罪者で‘あっても， もはやその者を入れるべき余

裕が施設にはないため，そのままその者を社会で生活させる以外に方法がないとい

う異常な状況に対応した措置で、あった。以下，その概略を示そう。すなわち，

私，カリフオノレニア州知事アーノノレド・シュワルツネッガーは，……過剰収容

により，カリフオノレニア州矯正更生局 (theCalifornia Department of Corrections 

and Rehabilitation [以下， CDCRまたは矯正更生局J)の 29の刑務所において，

人身と財産の安全に対する極度の危険状態 (conditionsof extreme perillが存在

し，また， この状況の度合いは，地理的にこの州のいかなるところ〔にある刑

務所〕でも，そこにおいては，公務提供においても，人的にも，装置的にも，

施設的にも，その能力を超えていると判断する。それに加え，この州内の諸カ

クンティー〔の治安〕は，地域の留置所(localjaillが受刑者を適切に収容する

能力がないために，直ちに影響を受け，重罪犯を早期に釈放していることか

ら， この状況によって害主れている〔と判断する〕。この危機的状況は， この州

の東西南北〔すべての領域〕に及んでおり，公共の安全を犠牲にしているが，地

域当局がこの非常事態を処理することは適切でないと私は判断する。したがっ

て，カリフオノレニア州統治法 (theCalifornia Government Code)第 2編第 1章

第 7節第 8550条 (Title2， Division 1， Chapter 7， Section 8550)24)以下に定められ

た非常事態法 (EmergencyServices Act)に基づく権限の下，私はカリフオノレニ

ア州刑務所制度に非常事態が存在するものと宣言する。

その上で，以下の 5つの事柄を，同州矯正更生局の権限として実行することを認

める。

1.自発的に州外の刑事施設への移送を申し出る受刑者を，他州の刑事収容施設

に移送するための契約を，それら州外の刑事収容施設と締結すること。

2. それら自発的に移送を申し出る受刑者が尽きた後に，非自発的lこ移送する受

刑者を，一定の基準25)に基づいて選択し，州、|外の施設へ移送すること。その

際，カリアオノレニア州刑法 11191条および 2911条は， それらを厳格に遵守し
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た場合，過剰収容を緩和することを阻止し，妨げ，遅らせることになるため，

それら規定は，矯正更生局が，受刑者をその同意なしに州外の施設へ移送する

までの間，停止する (suspended)26)。

3. 矯正更生局長は，医療または精神健康上の必要がある受刑者を州外移送の対

象者として選択する場合には，裁判所が指名した『監督官』と協議しなければ

ならない。

4.矯正更生局長は，受刑者の州外移送を行う際には，その受刑者が係争中であ

り，その移送によって影響を受けることがないかなど， I注意深くかっ完全

にJ評価しなければならない。

5. 矯正更生局は，過剰収容を緩和するための「施設スペース，受刑者移送，受刑

者スクリーニング，有資格者の職務，備品，物資，装置その他の提供」に関する

契約を行う。その際，同州統治法および公共契約法 (thePublic Contract Code) 

は，それらを厳格に遵守した場合，過剰収容を緩和することを阻止し，妨げ，

遅らせることになるため，それら規定は，矯正更生局が，できるだけ早期に契

約をするまでの間，競争入札の要件に関する規定についても，停止する 27)。

以上のように， 2006年 10月にシュワノレツネッガ一知事は「非常事態宣言」を発

布し，過剰収容の早期解消のために，まず，自発的に州外移送を希望する受刑者は

当然のこととして(上記1.)，自発的ではなくても基準に適合的な受刑者を州外移

送するとした(上記 2.)。さらに，州内の刑務所等刑事施設の拡充および拡張を図

ることを目的として，関係行政庁である矯正更生局に，早期かつ実効的な権限行使

を認めるために，州刑法の一定の条文を停止することすら認めたのであった(上記

2.および 5.)。

このように相当の決意をもって過剰収容の問題に取り組むこととした州知事が次

に打ち出したのが，この問題に関する法整備であった。そこで 2007年に， AB900 

が，民主党ソロリオ議員(Jose Solorio)によって用意され，議会で審議されること

になったのである。それでは次に， AB900の議会における審議の状況と，その内

容を概観していこう。

第 2節 下院法案900と刑務所および行刑改革の要点

2006年 10月の「非常事態宣言Jに続いて， 2007年には AB900が議会に提案さ
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れ，瞬く聞に可決され，刑務所改革および行刑改革は急ピッチで進行していくこと

になる。以下， AB900の上下両院での可決までの経過を確認しておこう。

2007年 2月 22日に， ソロリオ議員作成の AB900原案がはじめてカリプオノレニ

ア州議会の下院に提示された。その後，下院委員会での審議が 3月， 4月に行わ

れ， 4月 23日には委員会修正後の原案が再読され，それをもとに 4月 26日に下院

本会議において審議が行われた。審議の後，多数決が採られ，賛成 70，反対 1の

圧倒的多数によって AB900が可決される。可決されると同日，直ちに，下院から

上院に審議が付託され，早くもその日のうちに，上院でも，賛成 27，反対 10の多

数で同法案は可決されたので、ある。その後， 4月 30日には州知事シュワノレツネッ

ガーに送付され，これが 2007年 5月3日に承認され，その署名によって成立し

Tこ28)。

このように， 2カ月半という非常に短期間で審議・可決そして制定されたのが，

AB900であった。しかし，当然のことながら，委員会審議の段階でも，いくつか

の反対論が出されていた。ところが上述のように，異常なまでに高い収容率を早期

に是正し，そこから発生していた諸問題，特に刑務所医療体制を直ちに改善するこ

とは，単に州の課題ということでは済まされず，すでに連邦裁判所の介入を招くま

でになった，喫緊の大問題であったため，多くの議員はこれを承認せざるを得な

かったので、ある。この段階での反対論としては，例えば，カリフオルニア州の矯正

関係において治安維持を担当する諸種の公務員で構成される矯正治安官協会 (The

California Correctional Peace Officers Association)による意見があるので，これを概

観しておこう。

同協会は， AB900が下院において可決される 2007年 4月26日に，カリフオノレ

ニア州議会に対して，次のような意見を述べている。第ーに，同法案に示されてい

る補充ベッド (in-fillbeds)を過剰収容施設に入れて当座をしのぐとする計画は，

何ら根本的な解決をもたらさず，問題を先送りにするのみであり，矯正教育を実施

する場所の確保が補充ベッドの導入によりさらに困難になるとする。第二に，被

収容者 8000人を州外の施設に移送するとする， I非常事態宣言」に端を発する計

画は， その前日 4月25日にインディアナ州ニューキャッスノレで、起きた刑務所暴動

のように，刑務所職員にとっても，受刑者にとっても，また移送先の地域住民に

とっても，非常に危険な問題であるとする。したがって， AB900を可決する前

に，まず州政府がすべき重要なことは，不足する職員の補充であると結論付けてい

る29)。
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このような反対意見にもかかわらず，刑務所および行刑改革を急務とするカリ

プオノレニア州においては，それら改革を進めるための法的根拠を付与する AB900

の早期成立が必要であり，実際に短期間で可決され，それに基づく法改正および

法整備によって，改革が進められることになったのである。それでは次に，その

AB900において示された刑務所および行刑改革の要点を検討していこう。

AB900によって緒に就いた刑務所および行刑改革の要点は，以下の 3点、にまと

めることができょう。 1つめとして，過剰収容緩和，つまり収容率を改善する方

策， 2つめに受刑者の矯正および円滑な社会復帰のための施策，そして 3つめに行

刑の透明性確保および監視のための施策である。以下，この第 2節では，これら 3

つのうちの前2者，つまり，過剰収容緩和のための方策L 矯正および社会復帰の

ための方策について概観し， 3つめの行刑の透明性確保および監視の施策について

は，稿を改めて検討することにしたい。それでは以下，前 2者に関する AB900の

内容を順次確認しよう。

(1) 過剰収容緩和のための施策

上述のように，過剰収容状況が悪化の一途をたどり，州内の刑務所の体育館や教

室などのあらゆる空聞を利用して受刑者を収容する状況が長〈常態化していた状況

を改善するために，第一に AB900が認めたことは，収容棟の増設等によるベッド

数の確保である。州全体の刑事施設等において，第 1期および第 2期の全体で， 5 

万 3千のベッドが認められた。そのうち，地域の留置所に 1万 3千が割り当てられ

たので，刑務所等としては 4万となる。そして，刑務所における補充ベッドとし

て，第 1期に 1万 2千，第 2期に 4千の計 1万 6千床が，また矯正収容施設 (Reha-

bilitation)および社会復帰促進施設のベッド (SecureReentry Beds)数として，第 1期

に6千，第 2期に 1万の計 1万 6千床が，さらに，矯正医療施設におけるベッド

(Medical Beds)数として第 1期に 6千，第 2期に 2千の計 8千床が認められた30)。

このようにして 5万 3千人分のベッドとそのスペースを用意することで，過剰収

容を緩和する方法を採ることを打ち出し，そのための費用として，補充ベッドに

24億ドノレ， それに付随する施設整備に 3億ドノレ， リエントリー施設用ベッドに 26

億ドノレ，医療施設用ベッドに 11億 4千万ドノレが議会に認められている31)。

ベッド数を確保することによる過剰収容緩和以外に AB900が打ち出した方策

は， 2006年 10月の「非常事態宣言Jにおいて州知事が提案していた，受刑者の州

外移送である。移送に関して，受刑者の権利をある程度保障しつつ，他の州との移
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送の協約に基づき，移送を活性化することを目的として，州刑法に以下の条文を付

加するとしている。

11191条32)

(a) (州際矯正協約 (theInterstate Corrections Compact) または西部地域州際

矯正協約 (theWestern Interst乳.teCorr巴ctionsCompaιt)第 2条 dに規定される

ように)受刑者を拘束するために，いかなる施設へも移送する権限含有する，

いかなる裁判所，機関または職員も，州が，州、l際矯正協約または西部地域州際

矯正協約第 3条に適合する受刑者拘束のための契約を締結した場合，州、|内また

は州外のいかなる施設にも受刑者を移送することができる。ただし，カリフオ

ノレニア州法によって判決を言い渡された受刑者は，彼または彼女がその移送に

ついて書面で同意しない限仇州外の施設に移送されることはない。受刑者

は，この規定の下における権利と義務について，自ら選択する弁護士と，また

は資力がない場合には検事し個別の相談 (aprivate consultation)をする権利

を有し，それら権利と義務につき書面で同意するより前に，情報提供を受けな

ければならない。受刑者は，移送されてから 5年を経過したいつの時点、におい

ても， [移送に関する〕同意を取り消し， [カリフオノレニア〕州内の施設に移送さ

れることができる。そのような場合には，移送は 30日以内に行われなければ

ならない。

この受刑者の州外移送について，州知事は， AB900に基づく施設の新設など建築

工事が完了し，再犯防止ブ。ログラムの効果が得られるようになり，被収容者数が減

少に転じることが予想される 2011年 7月 1日の時点までという暫定的な施策とし

つつも， 8千人の受刑者の州外移送を 2009年 3月まで、に実施するとしている33)。

以上のように AB900は，受刑者を収容するためのベッド数を，留置所を含めて

5万3千床増加すること，そして州外刑務所へ 8千人を移送することによって，過

剰収容の緩和を実行しようとしたのであった。このような状況は，わが国で過剰収

容状態を少しでも緩和するために， PFr刑務所を新設し，すでに 3つが稼働を始

め，犯罪傾向の進んでいない受刑者をそこに収容するようになったことで，収容率

が低下し始めていることと酷似している。

しかし根本的な課題は，当然ながら，受刑者数全体制成らすことであり，収容す
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る施設数を増やして収容力を増大させ，それによって収容率を数字の上で低下させ

ることではない。つまり，再犯防止の方策を考え，受刑者の完全な社会復帰を図り，

それによって受刑者数を減少させることこそが重要である。そのために AB900が

考案した，その意味では真の改革である，再犯防止のための新たな行刑施策とは何

だったのかを次に概観しよう。

(2) 受刑者の更生 (Rehabilitation) とスムーズな

社会復帰 (Reentry)のための施策

上述のように AB900は，約 17万人の受刑者を適切に収容することすら困難な過

剰収容の状況から脱するために，留置施設を含め 5万 3千人分の収容能力の向上を

図ったのであるが，単に収容率の改善を図るだけでなく，それと併せて AB900が

打ち出した施策は，受刑者の矯正プログラムとスムーズな社会復帰を可能とするた

めのもので、あった。前者，矯正フ。ログラムについては，刑務所に受刑者が収容され

ている間，刑務所等の新規4万人分のベッドと矯正教育をタイアップさせることと

されている。つまり，増設された補充ベッド 4万床に収容された受刑者は，それぞ

れに適合的な矯正教育を施されることになった。また後者，つまり社会復帰のため

の施策として打ち出されたのは，社会復帰促進施設 (SecureCommunity Reentry Fa“ 

cilities，以下「リエントリー施設J) の設置である。つまり，一定期間刑務所で矯正教

育を受けた後，受刑者は社会へ復帰する前の段階に，このリエントリー施設での滞

在と教育を義務付けられ，それによってコミュニティーへのスムーズな復帰が期待

されるとするのである。また，そのようなスムーズな社会復帰は，元受刑者の再犯

の防止に役立つとされる。それでは以下，順次， A.受刑中の矯正教育，および，

B スムーズな社会復帰のための施策を実施する改正条文について，具体的に見て

いこう。

A 受刑中の矯正教育

受刑者に対する矯正教育を実施するために， AB900は，その第 8章において，

州刑法に次のような 2062条を付加するとした34)。すなわち，

(a) 矯正更生局は，受刑者および仮釈放者に対する追加的矯正・処遇プログ

ラムを確保するための計画を開発し実施しなければならない。その計画は，以

下の事柄すべてを含むが，それらに限定されない。
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(1) 受刑者および仮釈放者に対し，直接的および間接的な矯正・処遇プロ

グラムを提供する職員の空きポストを埋める計画

(2) 受刑者および仮釈放者に対し，拘留および監視をする職員の空きポス

トを埋める計画

(3) 地域行政 Oocalgovernments)および契約者から，治療を必要とする仮

釈放者が地域社会にいる間，治療を確保するための計画，および，刑務所内

の受刑者に対する同様の治療を得る計画

(4) コミュニティー・カレッジと，矯正・治療スタップの訓練と教育を促進

するための契約を結ぶ計画，また矯正・治療スタップの就業可能性と就業促

進とを可能とするために，州の免許局 (statelicensing agency)の免許および

証明要件 (thelicensing and certification requirements)の修正の計画

(b) 矯正更生局は，この規定の実施の計画およびスケジ、ューノレを， 2008年 1

月15日までに議会に提出しなければならない。

さらに， AB900は第 10章において，州刑法に， 2694条から始まる第 5節を付加

するとし，次の規定を置いた35)。すなわち，

第5節薬物乱用治療 (SubstanαAbl問 Treatment)

2694条矯正更生局は，薬物乱用の経歴を有する受刑者の少なくとも 4千人

に対し，刑務所内における薬物乱用治療を拡大しなければならない。これら追

加的な治療を行うべき刑務所を決定するに当たって，矯正更生局は，治療の能

率および効率，職員の利用可能性，物理的空間の利用可能性，治療を補完する

ための周辺コミュニティーにおける追加的資源の利用可能性を考慮することが

できる。それに加えて，矯正更生局は，刑務所に収容されている聞に薬物乱用

治療プログラムに参加した受刑者が，仮釈放中に必要なフォローアップ治療を

確実に受けることができるよう，コミュニティーにおけるフォローアップ治療

を拡大しなければならない。

B. スムーズな社会復帰のための施策

次に，スムーズな社会復帰を可能とするために AB900が州刑法に用意するとし

た規定を概観しよう。すなわち，
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3105条36) 矯正更生局は，受刑者処遇および刑務所から就職へプラン (anIn-

mate Treatment and Prison-to-Employment Plan) を開発しなければならない。

同プランは，既存の受刑者教育，処遇および、矯正プログラムを評価し，それら

フ。ログラムが受刑者に十分なスキノレを提供し，コミュニティーでの就職に成功

する結果をもたらすようなものであり，かつ仮釈放の後に刑務所に戻ってくる

機会を減少させるものであるか否かについて決定し，州知事および議会に改正

を勧告するものとする。矯正更生局は，同プランの進展状況について， 2007 

年 10月1日までに，さらに再度 2008年 1月15日までに報告書を提出し， 2008 

年4月1日までに最終プランを提出しなければならない。矯正更生局は，同プ

ランを開発するために，必要に応じて，他州または地域の公的機関，研究機

関，その他調査機関の資源を利用することができる。

つまり，社会復帰が早期に可能となり再犯を起こさないようにするための十分な

就職支援が，受刑中に行われるようにすることを目標とするプランを準備すること

になったのである。また，リエントリー・プログラム施設の設置については， AB900 

は，州刑法に次のような 6270条から始まる第 9.8節を設けた。

6270条議会は以下のことを認め宣言する。

(a) 仮釈放で出所する受刑者の仮釈放の前および後の両方に渡る継続的支援

は，仮釈放者が社会へ再同化 (reintegration)することを成功させる機会を向

上させるであろう。

(b) 仮釈放で受刑者をコミュニティーへと出所させる前に，そのコミュニ

ティーにある安全な矯正施設 (asecure correctional facility)に受刑者を滞在さ

せることは，保護観察官および地域の法執行職員の双方に対して，その仮釈放

者の監視をよりよくコーディネートする機会を提供する。

6271条

(a) 矯正更生局は，最大6千人を収容する， リエントリー・フ。ログラム施設

(reentry program facilities)を州内全域に建設し，設置し，稼働させる権限を有

する。これら施設はそれぞれ〔最大J500床までの安全な施設であり，可能な限

り都市部(inurban locations)に位置し，拘留または再拘留から釈放されて 1

年以内の受刑者を寄宿させるものとする。

(b) リエントリー・プログラム施設は，市・郡内， または， リエントリー・プ
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ログラム施設を希望する市および郡内にのみ設置するものとし，同施設の設置

場所は，市または郡，または，市および郡によって定められるものとする。

つまり，スムーズな社会復帰を可能とするための継続的な支援を受刑者に対して

可能とするために， リエントリー・プログラム施設をさまざまなコミュニティーに

建設・設置するとした。

さらに，それらリエントリー・プログラム施設に対して，たとえリエントリー，

つまり社会復帰に失敗したとしても，それらの者たちに対するサポートを継続し，

個々の必要性に応じたプログラムを実施することを次のように義務付けている。

6272条37) リエントリー・ブ。ログラム施設は，受刑者および保護観察違反者に

対し，社会への同化において直面した特定の問題に対処するために用意された

プログラムを提供しなければならない。これら施設に収容されている者は，収

容と保護観察の聞の継続的サポートの提供である「リスクおよび必要性評価

(risk and needs assessments) J， i事件対処訓練 (casemanagement services) J， i総

括 (wraparoundservices) Jを受けなければならない。

このように， これら新設のリエントリー・プログラム施設においては，受刑者が

完全な社会復帰を果たすまで，彼らにプログラムを提供することが義務侍けられて

いる。このことからも理解できるように，単なる犯罪者収容ではなし刑務所内に

おける矯正と更生，そして，効果的な仮釈放による完全な社会復帰を主眼とした，

全体的・継続的な刑事政策システムが， AB900の根幹的な目標なのである。

それでは次に節を改めて，以上のようにして AB900による州法の改正によって

開始されたさまざまな改革が，現在までにどの程度まで進行してきているのかを確

認し，その上で第 2章において現在の評価および課題について考察していこう。

第 3節改革の進捗状況

シュワノレツネッガー州知事は， AB900可決直後の 2007年 5月3日にはすでに，

刑務所改革の早期実施のために，それぞれ 20人程度の 2つの「実行チーム (Strike

Teams)J を設置した。一つは， i施設建設実行チーム (FacilitiesConstruction Strike 

Team)J， もう一つは， i更生実行チーム (RehabilitationStrike Team) Jで，いずれ
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も，大学やコミュニティー組織および政府機関から選任された専門家で組織されて

いる 38)。その後，これら実行チームを中心に，州政府として， どのような具体的

改革に乗り出したのか，その進捗状況はどのようなものなのかについて以下確認す

る。それによって，改革全体のどこに課題があるのかを考察するための手掛かりを

得たいと思う。

(1) 過剰収容の緩和策に関して

過剰収容緩和のためにまず実施の必要があったのは，収容しきれない受刑者たち

のベッドを確保し，矯正フ。ログラムを実施することができるような空間的，施設的

状況を整備することであった。そのために AB900が第 1期，第 2期の 2期にわ

たって，合計 5万3千床を準備するとした計画を実施に移すことが必要となった。

その計画を早急に実行に移し，目標を早期に達成するためには，政府が計画の進捗

状況を把握しなければならない。そのために，矯正教育のための指標も含め，全部

で 13の達成指標 CBenchmarksl を用意した。そして，これら 13の達成指標のう

ち， 6の指標についてはすでに 2008年 7月までに達成し，残りのものについても

遅くとも 2008年 12月までに達成するという時期を目標として設定した39)。

さらに，過剰収容の緩和策のもうーっとして，受刑者を州外へ移送するという計

画については， 2008年 6月までに 4700人を移送する計画であったところ，同年 3

月中旬までに 3178人の移送を完了した40)。これにより，それまで体育館や研修用

の教室などに臨時に設置していた約 3500の臨時ベッドを撤去することが可能とな

り， 2008年 3月 19日時点で臨時ベッドの残りは l万 5744床となった41)。さら

に，臨時ベッドの撤去によってできたスペースと新規に 4施設において導入した補

充ベッドの設置によって， 6050床を確保し，矯正フ。ログラムの実施および必要な

医療ケアが可能となるとしている42)。

また，カリフオノレニア州刑法に新設した 6270条が可能にするリエントリー・プロ

グラム施設の設置については，その後，矯正更生局は全 58郡において説明会など

を開催し，同施設の設置計画に協力を求めた結果， 19郡において， 2008年 3月 18

日までの第 1期計画として 6950床分の建築を開始することができることになっ

た43)。そこにおいては，刑期の残りが 12カ月以下となった受刑者が，刑務所から

社会へのスムーズな移行を目指して生活をし，再犯率を大幅に減少させることが期

待されている。
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(2) 矯正教育の充実によるスムーズな社会復帰と

再犯率の低下策について

先に定めた 13の達成指標のうち， 2つは薬物関係の受刑者に関する指標で，そ

のうちの 1つはコミュニティーにおけるアフターケアを可能とするプラン，もう 1

つは薬物乱用者への刑務所内における治療を可能とするプランを目的とする。その

他，入所者に対する適切なアセスメントと矯正プログラムの設定を目的とする指

標，教科教育および職業教育へのフノレタイムでの参加を目標とする指標， Iニュー・

スタート」と呼ばれる「刑務所から就職へプランJ(州刑法 3105条)の実施を目的

とするものなど， 7つの指標が当てられている。また，社会復帰のための仮釈放お

よび保護観察に関しては，保護観察中の昼間における治療や危機管理 Ccrisiscare) 

を可能とするプラン，および，仮釈放手続を見直すプランの 2つを用意している。

その他は，職員の充足や監視委員会の設置に関するものである。

このうち，矯正教育に関するものがどのようなもので， どの程度達成されている

のかについて概観しよう。

指標 6では，同州に存在する 12の「入所センター CReceptionCenter) Jでの入所者

評価を，科学的根拠を基に Cevidence-based)実施し，各受刑者に最も適切な矯正プ

ログラムを受けさせることを目標としていた。 2009年 2月6日までに 2万5千人

ほどが，新しく導入された COMPASCCorrectional Offender Management Profiling for 

Alternative Sanctions)という，科学的根拠を基礎にした評価方法によって，個別に，

最大限の効果をもっと考えられる適切なプログラムを見出してそれらを受けること

になったのである44)。こうして受刑者は，受刑期聞において，最適の矯正プログ

ラムを受け，社会復帰へ向けて準備することになる。

次に指標 7では， Iニュー・スタート」つまり「刑務所から就職へブρランj を目標

として設定し， I地域労働市場投資委員会 (LocalWorkforce Investment Board) Jな

ど，既存のプログラムや制度との連携を利用し，就職前に必要となる標準的書類の

準備をすることで受刑者の就職の機会を広げるとともに，既存の教科プログラム・

就業フ。ログラムを再評価して受刑者が外部の労働市場との就職調整を果たすために

役立つているか否かを検証することとしている45)。より具体的には，個々の受刑

者が出所後に復帰する予定の地域に，どのような職業が存在し，また応募できそう

なのかを，労働市場のデータを利用して特定し，受刑者の特性を見ながら，受刑期

間中にそれら職業に就くために最適な職業訓練を受けさせることで，就職の支援を
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すると同時に，社会保障証や出生証明の作成，その他の公的サービスへの登録な

ど，就職に不可欠な書類を整える支援を実施し，かつ，履歴書等の必要書類を整え

させるなどである46)。

また，教科プログラムの参加者数等について増減を見ると，高校修了程度証書

(GED: General equivalency diploma)の取得数は， 2006-07年度の 2614から 2007-08

年度には 3690と格段に増加しているが， 2008-09年度には元の水準程度の 2929に

減少している。大学学位の取得数も同様に， 2006-07年度の 187から 2007-08年度

には 498と格段に増加しているが， 2008-09年度には元の水準程度の 236!こ減少し

ている。しかし，教科教育への参加者数自体は確実に増加している。すなわち，

2005-06年度の 1万572から 2006-07年度には 1万2075に増加し， 2007-08年度

にはさらに 1万4347!こ増加している。

一方，職業プログラムの方は，着実に伸びている。すなわち， 2005-06年度の

7953から 2006-07年度には 8782と増加し， 2007-08年度にはさらに 9312に増加

している。それと同時に，職業プログラム修了証 (professionalvocational program 

certifications)の取得数も， 2006-07年度の 2193から 2007-08年度には 2071とや

や減少しているが， 2008-09年度には 5409と格段に増加している47)。

この教科プログラム・職業フ。ログラムに関連する指標 11では，これらプログラ

ムへの参加者を増加させることを目標としていたが， 2007年4月時点でのそれぞ

れ50%，42%の参加率を， 2008年までにさらに向上させることを具体的目標とし

たが48)，2008年 12月に，それぞれ62%および 55%となった49)ため，達成された

と言えよう 50)。

また，指標 12Aは，新たな矯正プログラムを開発し実施するとするもので，具

体的には，以下のもので構成されている。まず，矯正プログラムのマスタープラン

を策定すること，人的資源確保や場所確保などインフラを開発すること，薬物プロ

グラムや精神健康の昼間治療など需要の高い矯正プログラムを増強すること， fカ

リフオノレニア・ロジック・モデノレ (CaliforniaLogic Model) Jを基に矯正プログラムや

治療プログラムを実施することによって，受刑者へのアプローチを変更すること，

などである51)。

さらに，今回の矯正および更生に関する改革の中でも，中心的なものと位置付け

られているのが，社会復帰，すなわち， fリエントリーJである。それまでは，釈

放時に，施設のゲートを出て社会へ戻る際に，ゲートマネー，つまり現金 200ドノレ

を受刑者に手渡して刑務所から送り出すという方法しかとられていなかったが，そ

181 



れを改め，出所予定の 12か月前からリエントリー・プログラム施設において，徐々

に社会復帰のための訓練等準備をしていく方法を策定し，これを実施することにし

たのである52)。これは，先に引用し紹介した州刑法 6270条に示されているよう

に， I仮釈放で出所する受刑者の仮釈放の前および後の両方に渡る継続的支援」

が， I仮釈放者が社会へ再同化すること」に成功するか否かを左右する重要な契機

であるとの認識による。

そして，リエントリー・プログラム施設は，受刑者が刑務所から戻っていくコミュ

ニティーにあるものとし，そこでの集中的な教育は， I受刑者をコミュニティー・

サービスおよびサポートプログラムに結び付け，継続的ケアを提供するJ53)ことを

目標としている。特に社会復帰の準備段階のこの時期で重要なのは， Iリスクおよ

び必要性のアセスメント (Riskand Needs Assessments) Jで，それは，それぞれの受

刑者に適合的なプログラムを策定するために決定的で、あるとされる。そのようにし

て提供される中心的なプログラムとしては，次のようなものがあげられる。「教

科・職業・家計教育J，I薬物乱用治療J，I攻撃・敵対・激怒・暴力マネージメン

トJ，I犯罪思考・行動および集団J，I家族・婚姻および関係支援」である54)。

以上のように，過剰収容状況の改善および社会復帰のための施策など，計画とし

ては多くの工夫を凝らすことで，再犯の防止に向けた矯正と更生のためのプログラ

ムが，少なくともこれまでに比して重要視され，多くが実施されつつあることを確

認した。これらの改革が今後とも継続して実施され，その効果についてデータを基

に評価できるようになるまでには，ま7ご時間が必要となるが，その前に，指摘して

おかなければならないことは，州知事が 2009年 7月 1日付で， I財政上の非常事態

宣言jを出したという事実である。その非常事態宣言の最後は，次のような言葉で

締めくくられている。すなわち，

私，カリプオノレニア州知事アーノノレド・シュワノレツネッガーは， ここに財政

上の非常事態 (afiscal emergency)が存在することを宣言する。

私，カリプオノレニア州知事アーノノレド・シュワノレツネッガーは， この財政上

の非常事態の特質は， 2009-10予算年度において予算上不均衡が生じかっ

現金留保が不十分で、あると予測されること，また， 2010-11予算年度において

現金留保が不十分であり，かつ潜在的赤字予算が予測されることであると認識

する。これは， 2008-09および 2009-10会計年度における一般基金 (General
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Fundl収入が，極めて減少した結果であると考えられる。

さらに，本日，カリフオノレニア州憲法第4節第 10条 f項により要求される

ごとし州立法府はこの財政上の非常事態に対処するために特別会期を招集

し，私は，そこに法律案を提出することとする55)。

この宣言で知事は，カリフオノレニア州全体で 240億ドノレの赤字を抱えており，あ

らゆる方法でその赤字解消に努めなければならないとしたのである。そのため，

CDCRに対しでも 12億ドノレの予算削減がつきつけられた。この予算削減により，

CDCRは，準備してきた行刑改革の計画に大幅な修正を加えざるを得なくなった

のは言うまでもない。 12億ドノレ削減要求のうち，成人矯正部門においては，一部

プログラム費用を除く年間矯正予算の 3分の lに相当する 2億 5千万ドノレの削減が

要求されることになった。これを実現するために，矯正プログラムのほぼすべてに

おいて，人員および期間など，規模を縮小した新たなプログラムの作成が必要と

なったのである56)。例えば，教科教育において 30%の削減，薬物乱用治療におい

て40%の削減，新入所者のアセスメントにおいて 40%，行政部門 CHeadquartersl

において 63%の削減となる。より具体的には， 2010年度においては，成人プログ

ラムにおいて l億ドソレの削減，女性受刑者向けのフ。ログラムおよび成人仮釈放の経

費などにおいて 1億ドノレ削減， さらに 5千万ドノレを 2010-11年度予算において，

同様に女性受刑者向けおよび仮釈放の部門から削減する予定とのことである57)。

そしてこのような大規模な予算削減は，当然のことながら，これらプログラムに関

連する職員数の削減を含むものとなる。 CDCRの見積もりでは，空きポストの廃

止を含めて 600名から 900名の νイオフが必要とのことである 58)。

このようなカリブオノレニア州の莫大な財政難の現実によって，刑務所をはじめと

するさまざまな施設において実施される矯正プログラム全体にも逆風が吹きつけて

はいるが， AB900による今回の改革の要点として，犯罪者を隔離し収容すること

を中心に据える考え方から，彼らに矯正・更生のためのプログラムを用意し，実施

し，彼らに社会復帰を達成させるという考え方に重心を移したことは非常に重要で

ある。またこれが基本的な方向として，定着しつつあるように思われる。それでは

次に，このような改革についてどのような評価がなされているのか概観していきた

し、。
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第 2章 カリフオノレニア州刑務所改革に

関する評価

前章まで概観してきたカリフオノレニア州における刑務所改革については，その改

革の結果が明確に出てきていない現段階においても，数々の NGO/NPO団体およ

び研究者らによって評価がされている。それと同時に，先述のコーノレマン判決およ

びプレイタ判決において連邦裁判所による介入がすでに始まっていたが，その介入

状況は近時，さらに具体性を増してきている。以下，団体および研究者の評価のい

くつかについて，そして，連邦裁判所の最近の介入について概観し，今後の課題は

何かについて検討する。

第 1節外部団体による評価

(1) I立法分析オフィス (LegislativeAnalysis Office: 

LAO)Jによる評価

LAOは，これまで 65年以上に渡り，財政的な側面と実効的な政策執行の観点か

ら，州議会に助言をしてきた超党派団体であり，刑事政策のみならず教育問題その

他多くの重要政策に関して多くの提言をしている。刑務所改革に関しては， 2008-

2009年の時期における状況について， iAB900の補充ベッド実施:進展と危倶Jと

いう題名で分析をしている。そのなかで，主な危慎として挙げているのは，補充

ベッドを AB900で予定されている通りの規模や数で導入した場合に，予定される

24億ドノレの予算ではそもそも不足で， さらなる金額が必要となるであろうことで

あった。すでにみたように，この補充ベッドには，更生のための様々なア。ログラム

が割り当てられることになっており，各受刑者に適切なプログラムを受講させるた

めに入所当初，個別に評価等を行う「レセプション・センター」の機能を拡充する

ためにも，必然的に予算の増額が伴う。また当然のことながら，それらプログラム

実施のための場所の確保やスタッフの充実も必要であるから，そのような事柄を総

合して考えると，この予算が十分で、あるという確信は得られないとする59)。そこ

でLAOが提案するのは，再度，必要となる予算の計算を独立的な民間企業に行わ

せ，諸プログラムをさらに少数のいくつかの施設へ集中化するな t'，効率化を図
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り，それにより州議会はさらなる予算削減に努めなければならないということであ

る60)。

(2) r責任ある予算のためのカリブオノレニア州民連合(Californians 

United for a Responsible Budget: CURB) Jによる評価

CURBは， 2003年に設立され，主に予算的な分析から，刑務所改革に反対して

いる NGO団体である。 CURBは，その機関誌において， I過剰収容の緩和に関す

る施策および矯正と社会復帰に関する施策についての評価」を次のように行ってい

る。すなわち，刑務所における過剰収容状況を緩和することが，受刑者の矯正教育

や社会復帰にとって重要で、あるにしても，すでにカリフオノレニア州では累積赤字が

莫大となっている上に，同州の刑務所体制はすでに世界最大規模であるから，さら

に150億ドノレもの巨額の予算を費やして，刑事収容施設を増設・拡張することには

反対で、あると61)。しかも，そのうち約半分の 75億ドルについては，今後，公債を

発行することによって賄うというのが計画であるが，それに関する手続的な側面を

まったく無視していると批判する62)。すなわち，巨額の更なる借金を前提とする，

同州の刑事政策における大々的な変革と方向転換を軸とする重要な法案がAB900

であるにもかかわらず，外|民の住民投票はおろか，パブリック・ヒアリングなどの

住民参画の機会がまったく保障されていないうちに可決されているという，手続違

反を批判するのである。さらに，実質面についても，刑務所等の新設や拡張により

収容率を低下させようとするこの法案では，刑務所改革にはならないのであって，

被収容者数を減少させることこそが重要で、あるとする。また，世論調査によれば，

カリフオノレニア州民の 3%しか，法案が推進しようとしている刑務所の新設や拡張

に優先順位付けをしていない。そしてその新設および拡張のために州の公債を発行

して賄うとするが，建設費だけで 74億ドソレに達し，将来的にはその倍の 150億ド

ルを実際に支払うことになる63)， と。

上記の 2団体は要するに，その費用と効果の面について特に懐疑的な意見を提示

しているのだが，研究者の議論はいかなるものか，次に概観しよう。
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第 2節研究者による評価

(1) 過剰収容緩和施策についての評価

約 200%の過剰収容状況が諸問題の最大の原因であり，その解決が先決であると

考えるのが，非営利公共利益 (nonprofitpublic interest)法律事務所， I刑務所法オ

プイス (PrisonLaw Office) Jの所長かつ先述プレイタ事件の原告代理人を務めたド

ナノレド・スベクター (DonaldSpecter)である。 AB900による改革が未だに効果を発

揮していないのは，連邦裁判所の介入が必要となっているほどに，過剰収容の緩和

が予定通りに進んで、いないことを最大の理由として挙げる。すなわち， I過剰収容

は受刑者を極度な危険に陥れており，刑務所人口は安全に削減することができると

しながら〔連邦〕裁判所は，心ならずもまた堅固にも，州知事に対して， 2年間で受

刑者を 4万人削減する計画を提出するように命じた。……〔これに対する州知事の

最終的な計画は〕裁判所により認められたが，以下の様なさまざまな措置を混合さ

せたものであった。すなわち，量刑改革，州外の民間や連邦移民施設への受刑者移

送，仮釈放改革，地域における更生，そして，さらなる行動評価(=受刑者の良好

な行動遵守について高く評価し特典等を付与する conductcreditsJなどである。J64) そし

て，スベクターが特に重視するのは， I量刑や仮釈放に関する〔いくつかの〕法律

が，同州に対して安全に収容することができる以上の数の違反者を収容させている

こと J65)だとし，三振法などのように微罪でも刑務所へ収容することを要求した

り，仮釈放中の者を単純な遵守事項違反によってでも再収容することを要求したり

する法律の改正を，刑務所改革と併せて行っていく必要性を主張する。このよう

に，犯罪者の収容フ。ロセスの見直しと改革により，過剰収容の解消を加速させ，医

療および矯正教育に対する州の政策の効果を発揮させることが急務であるとの認識

には注目する必要があろう。

(2) 刑務所内での医療ケアの充実および人種統合

に向けた施策についての評価

連邦裁判所により指定された『監督官』ケノレゾー (ClarkKelso)の見積もりによる

と，受刑者に対して憲法上保障されている医療ケアの水準をカリフオノレニア州刑務

所において実現するためには， 70億ドノレの初期費用が必要となり，そのうち 60億
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ド、ノレは，通常とは異なる特別な医療収容施設に入れる必要のある受刑者等を収容す

るために新規に 7施設を準備することに，また残りの 10億ドノレは既存の 33の州刑

務所内における医療施設の改善のために必要となる。これは 2008年にへンダーソ

ン裁判官によってすでに認、められているものの，同年 5月にはケノレゾーは財政的な

困難に直面し，医療ケアについての改善も進展しなくなっている66)。そこで 2010

年 3月にケノレゾーは，受刑者のうち昏睡状態にあり自分自身が受刑中であることす

ら認識できていない者や，その他極度の重病を患い刑務所外の医療施設において公

費で治療を受けている受刑者について，医療的仮釈放 Cmedicalparole)を導入し

そのような 32名の受刑者を仮釈放にすれば，今後 5年間で 2億 1300万ドルの節約

になると誤算し，議員に法案の準備を呼び掛け始めている67)。

以上の医療ケアの充実と並んで解決するべき重要な事柄に，人種統合の問題があ

る。 2005年 2月 23日に，ガリソン・ジ、ヨンソン対カリフオノレニア CGarrison S. Johnson 

V. Calφrnia， 543 US 499)において，連邦最高裁は，同一人種を同ーの居室に収容す

るというそれまでのカリフオルニア州の運用を，連邦憲法修正 14条〔平等保護条

項〕のもとで厳格審査するべきであるとし，州、|に不利な見解が示されたことから，

両当事者に和解ができた。つまり， 1修正 14条の人種差別禁止に従うこと Ccompli-

ance)は，適切な行刑に合致するばかりでなく，刑事政策全体の正当性にてこ入れ

することでもあるJ68)から，人種ごとに収容を分けることは，今後しないという了

解が原告ジョンソンと州との聞に成立した。これを受けて，今回の刑務所改革にお

いても，人種統合の収容を徐々に実施すべし 2008年からの受刑者については，

人種に関係なく収容することになった69)。しかし，ギャンググループの多くが人

種やエスニックごとに構成されているカリフオノレニア州においては，刑務所内にお

いてもグループごとの規律を遵守しており，他グ、ノレープに属する者と居室を同一に

することはできず，そのような人種やエスニックを基礎とする諸ギャンググループ

を人種統合の名のもとにばらばらにして収容することに対しては，彼らが暴力で抵

抗する可能性が高い。そのような緊迫した状況が，ただでさえ過剰収容によって生

じている刑務所内でさらに悪化するのでは，矯正教育や充実した医療ケアの実施な

ど， AB900の理想、が実現できる可能性がさらに遠くなるとし，時間のかかる取り

組みではあるが，適切な人種統合に向けた施策がまず必要であるとする 70)。

187 



(3) スムーズな社会復帰を促進するための

施策についての評価

AB900は，受刑者がスムーズな社会復帰を達成することによって，再度刑務所

に収容されることがなくなり，その結果，再犯率全米第 1位の汚名を返上すること

が可能になると期待していることはすでにみた。そしてそのようなスムーズな社会

復帰のための方策として， リエントリー・プログラム施設を各コミュニティーに用

意し，刑務所から出所した直後の一定期聞をそこでさまざまなプログラムを受けな

がら生活させることを計画していたが，財政難による 2億 5千万ドノレの予算カット

の影響とともに，コミュニティーにおけるリエントリー・フ。ログラム施設の受け入

れ状況も芳しくないのが現状である 71)。そのようなハード面における困難さに輸

をかけて受刑者の社会復帰を難しくしているものに，社会的な障壁が存在するとい

う主張も存在する。すなわち， 1多くの〔受刑〕者は，カリフオノレニア州刑務所に入

所した時と同様の精神的健康状態および薬物乱用問題を抱えたまま，自分のコミュ

ニティーに戻ってきている。……彼らは刑務所からすでに，W[コミュニティーへ

の〕再統合を成功させるための必要なツーノレ』を持たないまま出所してしまってい

るのだJ72)と。したがって，社会において，付帯的な帰結 (Collateralconsequences) 

が彼らには待っている。つまり， 1公的・政府支援による住居への申請不能，雇用

や許可における制限，公的利益申請への一時的または永久的不能J7のである。ま

た，このような法的に不利益な状況に加えて，他の「隠された社会的障壁」がリエ

ントリーの成功を困難にしている。 1..・H ・多くの場合，雇用主は元受刑者を雇おう

とはしないし，大家は彼らに不動産を貸すことをためらう。……そして，これらの

障壁はお互いに増強し合う。安全で安定した住居を得ることができないことで，元

受刑者は住所がなく電話番号もない， したがって，仕事を探す可能性に〔それらが

否定的に〕影響するのであるj74)ししたがって， 1 AB900によって創設されたリエ

ントリー・プログラムは『真の改革の中心存在 (Centerpieceof Real Reform).1に

なっていないことは明白である。……意味のある改革のための真の中心項目は，そ

のような社会的かつ法的な変革であるj75)と結論付け，同州が実施している刑務所

改革等，一連の重要改革の推進の前に，コミュニティーおよび社会の受け入れ態勢

を整備することの重要性を指摘するのである。
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(4) 量刑改革論

以上のような個別の政策に関する評価以外にも，全体的な行刑改革に広く焦点を

当てている次のような評価に注意すべきである。つまり， AB900は確かに過剰収

容を改善するために既存施設の拡張や新たな施設の建設を推進し，過剰収容が緩和

された施設における矯正教育を重視していることを指摘し，それを完全に否定せず

とも懐疑的に評価する。つまり， AB900は2007年までのカリフオノレニア州の現状

を，基本的には維持するだけのものであると76)。その上で，特に，収容しきれな

いほどの数の受刑者を刑務所に送りこんできたカリフオノレニア州の定期刑に関する

法律 (determinatesentencing law: DSL)を改革することが急務であると主張する。

すなわち，カリフオノレニア州刑法 (Cal.Penal Code 1170(b))が， それまで特定の要

件なしに，それぞれの犯罪類型に応じた確定的最高刑 (upperterms)全陪審にでは

なく，裁判官に判決できるようにしていたことが，連邦最高裁によって，陪審裁判

を受ける権利を保障する憲法修正6条および適正手続を保障する同 14条に違反す

るとされた77)が， これを受けてカリフオノレニア州議会は 2年聞の時限立法を行

い78)，裁判官は，一定の理由を示さなければ，同様の最高刑を下すことはできな

いとした。しかし，このような立法はほぼ現状維持 (statusquo)の立法でしかない

と批判し79)，より重要なのは，カリフオノレニア「州全土において統一的かつ正当な

量刑基準を設定するために研究し，量刑データを収集するための独立の量刑委員会

(a sentencing commission)を構成する J80)ことであるから，これこそを早急lこ考慮

し行刑改革全体を「意味のある改革J81)とすべきであるとする。

以上，研究者による評価を概観したが，次のように要点、をまとめることができょ

う。まず，過剰収容については， AB900の過剰収容緩和政策自体を否定するもの

ではないにせよ，その効果の緩慢さについて批判が加えられている。また，刑務所

内の医療ケアについては，過剰収容緩和が進むことによってはじめて改善が可能と

なるものであるところ，過剰収容緩和が予算の削減等の現実的な足かせによって進

展が緩慢であることからそれほど進展していない点が，現実に即した批判として提

示される。さらに，刑務所内における人種統合の困難さが，過剰収容と並んで矯正

プPログラムの効率的な実施を妨げている点も批判されるが，これは AB900が解決

しようとした点とは異なる別の改善点ではあるが，密接に関連している。また，ス

ムーズな社会復帰を目指す AB900の中心的な施策であるリエントリー・プログラム
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施設の準備に関しでも，カクンティーの施設受入れ状況や一般州民の心理的な受け

入れ態勢が不十分であることなど，多くの改善すべき点が見出されるとする。最後

の量刑改革についても，過剰収容の緩和を実現するにおいて，施設の拡充や新設と

併せて，改善を急ピッチで実行していかなければならない問題であるとされる。

要するに，単に AB900という新しい改革立法が 2007年に成立し，予算の問題は

別にしても，新しい刑務所改革の第一歩を歩み出したこと自体を否定すべきもない

が，それだけですべてが円満解決するというものではない現実について，個別の施

策および全体についてすでに研究者は指摘しているのである。それで、は次に，連邦

裁判所のカリフオノレニア州へのその後の介入の状況を概観し， どのような評価がな

されているのか考察する。

第 3節連邦裁判所による評価

第 l節および第 2節において，カリフオノレニア州における 2007年からの刑務所

改革に関する諸国体および研究者による評価を概観したが，先に刑務所における医

療体制の立て直しに関し，コーノレマン判決では『特別主事』が，プレイタ判決では

『監督官』が選任されるなど，同州の行刑のあり方について，すで、に二度にわたっ

て介入を試みていた連邦裁判所は，さらに 2009-10年の判決において具体的な改

善を命令している。それら判決を概観し，連邦裁判所はカリフオノレニア州の行刑改

革について，いかなる評価をしているのか検討する。

(1) 2009年 8月4日 連邦地方裁判所命令82)

連邦裁判所は，合衆国連邦法 28編 2284章 (Section2284， Title 28 United States 

Code: 28 Uふc.~ 2284) に基づき， 3名の連邦裁判官によって法廷を構成し，カリ

フオノレニア州の刑務所過剰収容状況について「命令Jという形式で改善を要求し

た。 184頁に上るその「命令書」において，次のように，過剰j収容に根本的な原因

があるにもかかわらず，カリフオノレニア州は現実的な対策を講じてこなかったとし

て，同州にその改善を早急に実現することを求めている。

犯罪に対し厳格にという政治 (Tough-on-crimepolitics)がカリフオノレニア州の

刑務所〔受刑者〕人口を，必要とされる改革が不可能となるまでに，劇的に増加

させた。……カリフオノレニア州における現行の刑務所体制は公共にとっても受
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刑者にとっても役に立っていないにもかかわらず，同州は長年にわたって，そ

の継続的な悪化を反転させるために必要な改革を実施することができず，ある

いは，その意欲すら欠いてきた。……悲劇的なことに，カリフオノレニア州の受

刑者は，最低限の医療ケアも精神健康上のケアも，長年に渡って否定されてき

たために，その結果は重大で， しばしば致命的なものであった。……同州が，

憲法的に適切な医療ケア (constitutionallyadequate medical care)の提供を怠っ

た結果，相当な数の受刑者が命を落としてきた。 2005年中期現在，カリフオ

ノレニア州の受刑者は 6~7 日に一人〔の割合で〕不必要に (needlessly) [=死ななく

ても良いにもかかわらず〕亡くなっている。……端的には，カリフオノレニア州の

刑務所はガタガタ (burstingat the seams)で運営不可能である83)。

このように「ガタガタ」の状態にあるカリフオノレニア州刑務所体制の根本原因であ

る過剰収容解消のために同州が取るべき途として，同連邦地裁は次のように，仮釈

放改革や量刑改革などを示唆する。すなわち，

仮釈放の改革から，仮釈放〔遵守事項〕の形式的(technical)違反者や低危険度

違反者(low-riskoffenders)に対するダイパージョン，さらに量刑改革や行状

良好に対するポイント制 (goodtime credits)の拡大や矯正プログラムまで，外|

が刑務所受刑者数を削減する方法は多数存在する。我々の削減命令に従うため

に，現在収容されている受刑者を，州が無差別に釈放する必要はない84)。

その上で，連邦制における各州の独立性に配慮、し，連邦裁判所は決して軽々に州の

行刑運営に介入するものではなく，州の受刑者の最低限の医療ケアなどを確保する

ために必要な場合にのみ介入するとの言及を忘れない。

我々は，我々がここに発する受刑者数削減命令の重大さについて認識してい

る。我々は軽々しく〔州の〕受刑者数の問題に介入するのではない。しかしなが

ら，連邦裁判所の介入が，憲法によって〔受刑者に〕保障された権利を実現する

ための唯一の手段となった場合には，連邦裁判所はやむなく行動しなければな

らない。……カリフオノレニア州の受刑者は長きに渡り，憲法的に適切な医療ケ

アおよび精神健康ケアを否定されてきたため， しばしば悲劇的な結果が生じ

た。また，カリプオノレニア州の刑務所における過剰収容は，犯罪を助長するも
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のとなってしまったが，憲法遵守 (constitutionalcompliance) を達成した刑務

所体制にしようとするのなら， [過剰収容を〕削減しなければならない問。

そして，結論として同連邦地方裁判所は，以下のような命令を下す。

被告(=カリフオノレニア州〕は，受刑者数を 2年以内に，矯正更生局の成人刑

事施設の定員の 137.5%に削減する削減プランを， 45日以内に当裁判所に提出

するものとする。……被告は，その案の中に，実行しようとするさまざまな行

動の効果的日程 (effectivedates)，および， 6カ月後， 12カ月後，そして 24カ

月後に達成しようとする削減数の予測を示さなければならない86)。

以上のように，連邦地裁は，カリフオノレニア州の受刑者が憲法上保障されなけれ

ばならない最低限の医療ケアや精神的健康ケアを認められてこなかった事実を認定

し，その状況の根本原因は定員の 200%を超える過剰収容状況であり，それを 2年

以内に 137.5%まで削減するよう命じた。要するに，先のコーノレマン判決およびプ

レイタ判決において裁判所が示した，カリフオノレニア州の受刑者に憲法上の権利が

保障されていないとする認識に基づきつつ，その根本原因は過剰収容にあると評価

したのであった。

(2) カリフオノレニア州の対応

上記， 2009年 8月4日の連邦地裁命令の後，カリブオノレニア州はどのような動

きをしたのか，それに対して連邦地裁はどのような対応を取ったのかについて，順

次概観する。

1. 2009年 9月18日・ 10月21日

連邦地裁の命令において，カリフオノレニア州は 45日以内に，受刑者数削減プラ

ンを同裁判所に提出しなければならないとされたが， 45日目にあたる 9月 18日に

削減プランを提出した。このプランにおいてカリフオノレニア州は， 2年以内に 166%

まで，また，すべての削減のための方策案について議会が承認をすることで 155%

まで削減できるとした87)。しかし， 8月4日の命令において示された 137.5%に

到達しないプランを裁判所は認めることはできず， この「削減プラン」を拒絶し

た88)。また，その後 10月21日に同裁判所は，再度命令を発して，カリフオノレニ
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ア州に対して削減プランの修正を要求した。

2. 2009年 11月 12日

10月 21日の再提出命令を受けてカリフオルニア州は，その後「修正削減プラ

ン」を準備し， 11月 12日に裁判所に提出した。この修正プランにおいては， 2011 

年 12月までに定員の 137.5%までに受刑者数の削減が可能とされていた。そのた

め同プランを原告コーノレマンおよびプレイタは， 12月 7日に了承した89)。

修正プランにおいていかにして 137.5%への削減が可能とされたのか。特定の重

罪について刑期の上限を 366日とし，州刑務所ではなくカクンティーの留置所に収

容する，仮釈放の取消しを削減する，行状良好な受刑者に対する追加的ポイント制

の導入などの方策を取ることによってこれが可能となるとしたので、ある 90)。

(3) 2010年 1月12日 裁判所命令

上記，原告コーノレマンおよびプレイタの了承により，連邦裁判所は， 6カ月以内

に 167%まで削減すること， 12カ月以内に 155%まで削減すること， 18カ月以内

に 147%まで削減し， 24カ月以内に 137.5%まで削減することを命ずる命令を発し

た91)。そこにおいても，連邦裁判所は，連邦制に基づく州政府の独立性への配慮

を忘れていなかった。すなわち，

先回の命令を我々が発した時と同様，我々は，特定のどの削減措置の実施を選

択するかは，州、!の裁量に委ね，その際に州は，治安の確保の必要性に留意する

のが適切であると考える。我々は，ここに命令した刑務所受刑者数の削減が，

安全に実行で、きることに満足している。また我々は，州が憲法上要求される削

減を実行するに際し，治安を確保するというその義務を履行すると信じてい

る。…・

ここで強調しておきたいのは，州の〔削減〕プランに含まれているいかなる特

定の措置をも，我々は承認しているものでもなければ，命令しているものでも

ないということである。この命令に示された範囲と時期において刑務所受刑者

数を削減するのは州である，ということのみ〔強調しておきたいの〕である92)。

以上のように，連邦裁判所は，連邦制の原則から州の行刑体制に関して介入するこ

とは最終手段であるとしつつも，過剰収容の削減を第ーに実施することを，明確な
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数字を盛り込みつつカリフオ/レニア州に求めたのである。つまり， AB900による

施設拡張および新設の実現による過剰収容緩和のための各種政策が実施されつつあ

るにもかかわらず，また，どのような方策を実施するかは州の自主的判断に委ねる

と譲歩しながらも，連邦裁判所は，裁判所として明確な意思を示し，同州がこの問

題に適切に対処することを時間的な設定も明確にしつつ介入するほど，喫緊の問題

として過剰収容状況を認識しているということである93)。

結 語一一今後の課題

以上，本稿では， 2007年に始まったカリフオ/レニア州における刑務所改革の原

因，その内容，その後の進展について概観してきた。そこで明確になったのは，以

下のような事柄である。

刑務所改革開始の相当前から同州において導入されていた，犯罪に対して厳格に

対処するという政策から，三振法に典型的lこ表現されるように，犯罪者を社会から

隔離ししかもできるだけ長期間にわたって隔離する方針を現実に実行してきた。

これはまた，一旦刑務所から仮釈放を得て社会に戻った後においても同様で、，単純

な遵守事項違反でもすぐに仮釈放は取消され，再度収容されるなど，過剰収容状況

が確実に悪化していった。また隔離するためだけの刑務所においては，犯罪者が再

犯を犯さないための矯正教育が実効的であるはずはなく，全国で最悪の再犯率を同

州では維持していたため，これも過剰収容の悪化に与していた。

そのような状況で， 1995年および2005年に，カリプオノレニア州は，刑務所内に

おける医療体制および精神的健康ケアに関して受刑者から提訴され敗訴することに

なった。その連邦裁判所判決において，医療体制および精神的健康ケアの態勢に関

して改善を求められ，コーノレマン判決で『特別主事』およびプレイタ判決で『監督

官』が任命されるなど，連邦裁判所の介入が開始された。そのような介入と併行し

て，またそれに後押しをされて， 2007年にシュワルツネッガ一知事は，刑務所改

革を断行するための下院法案， AB900に署名することでようやく重い腰をあげる

ことになった。

この AB900による改革の中心的な考え方は，社会から犯罪者を隔離することを

主眼とする刑務所および行刑ではなし犯罪者を矯正し更生させることで，社会復

帰を実現し，再犯を防止することであった。そして，その目的を実現するべく，矯
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正教育およびその他の必要となるフ。ログラムを実施する体制を整えること，また実

施のための施設およびスペースを確保するために，既存の施設を拡張し，また新た

に建設をすること，さらに短期的に過剰収容を緩和するために，受刑者の州外への

移送を促進することなどであった。

当然このためには，莫大な予算が必要になるが，州議会ではこれも認められ，州!

としての意思の強さが AB900には表現されていたものと考えられる。しかし，州

財政は悪化の一途で、，多くの財政上の問題を抱える中，当初は認められていた

AB900の予算も削減を余儀なくされることになり，人件費の削減および医療体制

の充実のための予算削減を含む，いくつもの施設的予算削減，プログラム数および

規模の削減や実施延期などが行われている。

そのような中で， 2010年 1月の連邦地方裁判所命令は， 2年以内に定員の 137.5%

にまで受刑者数の削減を要求した。現在のカリフオノレニア州では，その命令書に 6

カ月ごとに達成すべきものとして示された段階的数値を実現するべく，現実的かっ

具体的な方策を?とることが急務となっている。

さて， このようなカリフオノレニア州刑務所改革が，わが国の行刑改革に対して示

唆する点はどのようなことであろうか，若干の考察を行って今後の課題を提示した

し、。

第一に，同州、!とわが国が共通に有する課題として挙げられるのは，過剰収容の緩

和が急務であるという点である。もちろんその過剰の度合いは比較にならないほど

カリフオノレニア州が大きいし，わが固においては犯罪認知件数の減少から自然的に

過剰収容状況が緩和されてきているという事実はあるが，いずれにせよ過剰収容を

解決するための方策としてカリフオノレニア州で考察されているところには，参考に

なる事柄が存在する。まず， AB900においては，受刑者の社会復帰の促進による

再犯防止が重要主題として掲げられていたが，それは短期で結果が表れるようなも

のではなし相当長期的な視野で考察しなければならないものだから，短期で改善

の数値を求められる場合には，連邦裁判所や研究者の論説にあったような，仮釈放

までに要する期聞を，その受刑者の良好な行状にポイントを付与することで短縮す

る，そして，仮釈放の取消しの要件を厳格化し，単純な遵守事項違反で刑務所に再

収容することをできるだけ回避する，また量刑の緩和の方法を考察するなどが有効

となる。わが国においては特に近時，仮釈放中の再犯が問題視されたために，仮釈

放実施率は低下し，刑執行率も上昇した。また，量刑の長期化のための立法がなさ
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れ，刑自体の長期化も現実のものとなっているが，何らかの原因で犯罪認知件数が

増加した際には，再度刑務所の過剰収容が大きな問題となるであろうから，ある程

度その問題が緩和された今こそ，再考の余地があるであろう。

第二に，共通する改革の方向性としては，再犯防止，そのための矯正教育の充実

とスムーズな社会復帰が重視されている点である。それは，それまでの行刑のあり

方とは 180度方向が異なる考え方に基づく施策である。つまり，改革開始前の基本

的な行刑が，犯罪者を単に塀の中へ一定期間隔離し，それをもって刑罰の実施およ

び終了とするという考え方に基づいていた。そして，一旦犯罪者を塀の中に収容す

れば，その中は外の一般社会からは不透明で、あったし，不透明でなければならな

かった。というのも，隔離するとは犯罪者を社会から見えない所へ遠ざけ，一般人

の認識から排除する，つまり忘れようとすること，または忘れることである。した

がって，中から外が見えではならないのと同様に，外からも中が見えてはならない

のが基本的な姿勢だからである。さらに，隔離する以上，同様の論理で塀の中の行

刑も不透明で、不明確で、あって構わない，または不透明で不明確でこそなければなら

なかった。ところが， そのような一般的姿勢および行刑のあり方は，さまざまな現

実的な問題を生じさせた。カリフオノレニア州においては，コーノレマン判決やプレイ

タ判決が明らかにしたように，受刑者に対する医療ケアや精神的健康ケアが憲法的

水準を満たさなくなった。そしてそのための自殺など悲劇的事件が多数生じた。ま

た，日本では，名古屋刑務所において発生した刑務官による受刑者の死傷事件など

が示したように，塀の中の出来事であるがゆえに，一般市民は関心も注意も払わな

くても良いとはもはや言えない程度に大きな問題になった。要するに，カリフオノレ

ニア州においても日本においても，塀の中で何が起きているのかについて，そし

て，行刑とは何であるのか， どうあるべきなのか，つまり犯罪者は有罪判決の後に

どのように扱われその後どのように更生し，または更生しないのかについて， もは

や社会が無関心ではいられなくなったのである。

こうして，塀の中へ犯罪者を隔離すればそれでよしとする考え方を改め，今後の

行刑のあり方として何が必要か，つまり，医療ケアであれ精神的健康ケアであれ，

憲法が保障する基本的人権を受刑者に保障しながら，彼らを更生させること，否，

逆に，彼らを更生させるためには，彼らの基本的人権を保障することこそが不可欠

であるということを理解し，その上で行刑を再構築しなければならないことに，よ

うやく気がつき始めたのである。したがって，刑罰としてある意味で現実的に隔離

されている期聞を利用して，矯正教育とそれによる更生，そしてスムーズな社会復
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帰のための方策が，カリフオノレニア州においては AB900によって，また，わが国

においては刑事収容施設法によって，ようやく緒に就いたのである。その中には多

くの共通する施策がある。つまり，薬物離脱指導や性犯罪再犯防止プログラムなど

の矯正プログラム，職業訓練など社会復帰プログラム， また， リエントリー・セン

ターやハーフクエイ・ハクスなど，社会への復帰準備のための施設の新設などであ

る。また，収容されている期聞に社会とのつながりが断ち切られてしまっては，社

会復帰が逆に困難になるため，それを堅実に確保するために，面会や信書発受など

外部交通を法的に確保することも，わが国では同法により，それまでになく重要視

されることになった。

さらに，第三に共通的な認識として，このような行刑の実施には莫大な予算が必

要となることが挙げられる。カリフオノレニア州においてはすでにそれまでに抱え込

んでいた巨額の赤字に加えて，百億ドル単位の予算が必要となり，そのねん出が困

難な状況に至っている。わが国では被収容者数の減少により，現在のところはカリ

フオノレニア州ほど強度の困難性に直面してはいない上，短時間での明確な成果の証

明を求められないため，緩慢で、あるとの批判を甘んじて受けつつも，新しい施策に

ついて着実に進行していくことが可能な環境にあるともいうことができょう。

そして最後に，カリフオノレニア州の状況がわが国に対して，最重要の示唆として

提示しているのは，三振法などに典型的に表されるように，犯罪に対して厳しい対

処をする厳罰化と犯罪者の隔離がもたらした結果が，逆に，刑務所の行刑を麻輝さ

せ，その改革も進展困難な状況に陥らせてしまったことだ。犯罪に厳格に対処する

ことをこの数十年にわたって最優先の政策に掲げてきたカリフオノレニア州が，最終

的には犯罪者を州刑務所に収容することができず，カウンティー留置所に収容せざ

るをえなくなったり，他州の刑務所へ移送しなければならなくなったり，果ては，

有罪判決を得たにもかかわらず，犯罪者に自宅待機や自宅収容を命ずることしかで

きず， とても犯罪に厳格に対処しているとは言い得ない現実を生み出してしまった

のである。単に， I犯罪に厳格に対処するJということが隔離に尽きると誤解した

ために生じた最悪の末路であったと言えよう。このような状況を回避するべしわ

が国が考えなければならないことは多岐に及ぶことであろうが，その根本には，受

刑者の基本的人権を確保すること，またはそのようにしようと努力することこそ

が，再犯を減らし，過剰収容を解決し，社会の治安を安定化させ，かっ莫大な予算

を削ることにつながるという理解が存在せねばならない。
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さて，今後の研究上の課題を若干示して，最後にしたい。 2007年に本格的に始

まった以上のようなカリプオノレニア州における刑務所改革は， 2011年 1月にシュ

ワノレツネッガ一知事が任期満了を迎えることにより，何らかの変化を生じるのであ

ろうか。本稿で概観したように，その路線自体または方向性自体は，決して誤って

いるものではなしむしろ受刑者の基本的人権を擁護しつつ社会復帰を促進すると

いう，行刑の正しい方向を提示していると考えられる。もちろん，研究者らが指摘

しているような，量刑法の改革や，仮釈放の改革の問題も考察する必要があるであ

ろう。いずれにせよ，さらにさまざまな変革が期待されており，かつ，知事の交替

によって何らかの転換を迎える可能性もあるカリフオノレニア州の，今後の改革の動

向を注視していくことは重要な課題となる。

また，受刑者の更生とスムーズな社会復帰とを基本的視点とした今回のカリフォ

ノレニア州刑務所改革および行刑改革において， もう一つ明らかにしておかねばなら

ないことは，そのような矯正教育および更生のためのプログラムの進捗状況および

効果について監視していく，独立的組織である「カリフオノレニア更生監視委員会

(California Rehabilitation Oversight Board: C-ROB) Jを， AB900が用意したことであ

る。同委員会はどのような機能を有するのか，また，刑務所をめぐるその他の諸問

題を迅速に処理解決するために， C-ROB以外に，矯正更生局から独立して存在す

るその他の機関についても考察し，刑務所体制およびそこでの行刑の執行について

の監視体制全体が，受刑者の人権保障に関してどのように機能しているのかについ

て考察しなければならない。そして，それとの対比において，わが国において，刑

事収容施設法において設置されることになった「刑事施設視察委員会」の役割と機

能を検討し， I憲法的に適切な」行刑のあり方を維持発展させるために，カリフオ

ノレニア州の制度が示唆するところは何かを考察することを，今後の課題としたい。
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regulations shall have the force and effect of law. . 

27) Proclamation， supra 23. 

28) Complete Bill History， Bill Number: A.B. No.900 (Chapter 7， Statutes of 2007) 

全文は，次のクェップ・サイトで入手可。 http://info.sen.ca.gov/pub/07 -08/bill/ asm/ 

ab_ 0851-0900/ab _900 _bill_20070503 _chaptered.pdf 

29) AB900， Bill Analysis， p. 9-10， http://info.sen.ca.gov/pub/07-08/bill/asm/ab_0851 

0900/ab 900 cfa 20070426 103932 sen t1oor.html 

30) AB900， Bill Analysis， p.1-6， AB900， Chapter 7， Section 2 and Section 3， p.5-8， 

Government Code， CHAPTER 3ム1，Section 15819.40. (a) (1)， (b) and (c)， CHAP-

TER 3ユ2，Section 15819.41. (a)， (b)， (c). See also， REFORM & INFORM， supra 7 at 

16. 

31) PRISON REFORMS: ACHIEVING RESULTS (CDCR Office of Public and Employee 
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Communications) at 4 (hereinafter ACHIEVING RESULTS). 

32) AB900， Chapter 7， Section 26， p. 21. 

33) Press releおふ Officeof the Governor， May 16， 2007， by Bill Sessa，“Inmate Trans-

fers Resume Outside California，" REFORM & INFORM， supra 7 at 12-13 

34) AB900， Chapter 7， Section 8， p.14-15 

35) Id. 

36) AB900， Chapter 7， Section 13， p.16. 

37) AB900， Chapter 7， Section 16， p.18. 

38) REFORM & INFORM， supra 7 at 5， 7-8. また， 2007年 5月 11日付け，知事のプレ

スリリース参照 (http://gov.ca.gov/index. php? /press-release/ 6197 / )。

39) ACHIEVING RESULTS， supra 31 at 12. それらは， 1. 4千床の設置に 2008年 12月

までにとりかかる……達成度:6050床の設置を具体的に計画， 2最初の 4千床は，

矯正教育のための場所とプログラムを合むもので， 2008年 12月までに設置……達

成度:3千から 6050床の設置を具体的に計画， 3.もともとあるリエントリー施設の

ベッド 2千床を新規に 2008年 12月までに設置……達成度 2千のうち 500を同定

し， 6月までに，残りの実施を行う他の施設を選定， 4. 4千件のうち 2千件の薬物

乱用治療を 2008年 12月までにコミュニティーにおけるアフターケアっきとする

……達成度 :2千件をいくつかの刑務所のベッドに割り当てた。 5.刑務所施設とし

ての薬物治療講習への参加率 75%を2007年中に達成する……達成度・ 2007年 12月

に達成 (9669件の実施。 94%の参加率達成)， 6.入所センター (ReceptionCen-

ter)での入所者評価と 6カ月間の継続的矯正プログラムへの割り当てを 2008年 12

月までに実施 .....5400人が 2月1日までに完了した。 7.受刑者処遇と「刑務所から

就職へ」プラン開発を 2008年 4月までに……達成度:rニュー・スタート」と名付

け，テキサス州のプログラムを参考に開発中， 8.少なくとも 300人の保護観察対象

者がデイケアまたは緊急ケアの支援を受けられるように 2008年6月までにする……

達成度 300人の精神病保護観察対象者に対して総額 400万ドノレの支援を実施す

る， 9.矯正監視委員会 (C-ROB:California Rehabilitation Oversight Board) を1

年間稼働させ，矯正更生局のプログラムを審査させる……達成度:2008年 7月に達

成， 10A.矯正更生局内に， 2008年6月 15日までに管理不備を調査する計画を開発

し実施する…・・・達成度 2008年 1月 15日に計画を議会に提出し達成。 10B 管理職

ポストの少なくとも 75%を，最短でも 6カ月間充足させる……達成度:2008年 1月

15日に達成， 11.受刑者の教科・職業教育プログラムへのフノレタイムでの参加率を

10%向上させる…...達成度 2008年 12月に達成予定， 12A さらに更生プログラム

を開発し実施する……達成度:受刑者・保護観察対象者への矯正プログラムのプラ

ンを議会に提出した。 2008年 2月までに達成予定。 12B.更生・処遇部門における空

きポスト率を，全刑務所の空きポスト率と同程度にする……達成度:2008年 6月ま
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でに達成予定， l3.保護観察手続を見直す…・・・達成度 フィーノレドにおける監視，

人事面での説明責任およびフィールド職員のトレーニングを実施し，既存の手続を

見なおし， 2008年 2月に達成。

40) ACHIEVING RESULTS， supra 31 at 2 また， 2010年 8月 11日現在では，アリゾナ，

ミシシツピー，オクラホ?の 3州|の諸施設に， 9266人が移送され収容されている

(Weekly Report of Population， Data analysis Unit， Estimates and Statistical Analysis 

Section，O首enderInformation Services Branch， Department of Corrections and Re 

habilitation， State of California)。

41) ACHIEVING RESULTS at 2 

42) ACHIEVING RESULTS at 3. 

43) ACHIEVING RESULTS at 3. 

44) MOVING FORWARD， supra 1 at 25. また， 2007年 5月 11日付け，知事のプレスリ

リース参照 (http://gov.ca.gov/index.php?/press-release/6197 /)。その他， CALIFOR-

NIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS AND REHABILITATION， ADULT PROGRAMS， 

Annual Report， Division of Addiction and Recovery Services， June 2009， at 5， l3. 

45) ACHIEVING RESULTS， supra 31 at 6. 

46) MOVING FORWARD， supra 1 at 25.これは，テキサスで成功しているプロジ、エクト

RIO (Reintegration of Offenders)を模範にしており， 1993年以来，このプロジェク

トに参加した受刑者の 400/0は出所後就職することに成功してきたのに対し，参加し

なかった受刑者で就職できたのは 24%でしかなかったという事実に示されるよう

に，有意な差が生じるとされている。 See，Jo呂nPetersilia， Meeting the Challe昭esof 

Rehabilitation in Cal柿rnia'sPrison and Parole System， A Report from Governor 

Schwarzenegger's Rehabilitation Strike Team， at 15 (December 2007) (hereinafter Re 

habilitation Strike Team Report 2007). 

47) MOVING FORWARD， supra 1 at 26. 

48) ACHIEVING RESULTS， supra 31 at 8. 

49) MOVING FORWARD， supra 1，“CDCR Accomplishment." 

50) Rehabilitation Strike Team Report 200スsupra46 at 13によると， 2006年の出所者

約l3万 4千人のうち，何らかの職業訓練を受けたのは 10%程度でしかなかった。

また，教科教育については 18%でしかなかった。さらにこの報告書が作成された

2007年当時の受刑者の約 50%は，受刑期間に何ら矯正教育も就業プログラムも課題

も受けなかったとのことである。

51) ACHIEVING RESULTS， supra 31 at 8， ["カリフオノレニア・ロジック・モデノレ」は， 岡

p.11を参照。

52) ACHIEVING RESULTS at 14. 

53) ACHIEVING RESULTS at 14 
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54) ACHIEVING RESULTS at 14 リエントリー施設内部の設計図等については，同 p.15

で見られるので参照。

55) Fiscal Emergency Proclamation， July 1， 2009， available at http://gov.ca.gov/procla-

mation/126371 なお，同様の財政上の非常事態宣言は，前年 2008年 12月 19日に

も出されていた (http://gov.ca.gov/index.php?/proclamation/11308/)。

56) 2010年 5月20日付け， CDCR FACT SHEET， ADULT REHABILITATION PRO目

GRAM REDUCTIONS DUE TO FISCAL YEAR 2009-10 STATE BUDGET (h仕p:11

www.cdcr.ca.gov/Adult_Programs/docs/Fact_Sheet.pdf). Also seιC-ROB (Califor-

nia Rehabilitation Oversight Board) BIANNUAL REPORT， MARCH 15， 2010， at 

11-12 (http://www.oig.ca.gov/media/ crob/reports/C-ROB%20Biannual 0/020Re-

port%20March%20150/0202010.pdf) 

57) C-ROB BIANNUAL REPORT， id. at 12. 

58) CDCR FACT SHEET， supra 56. 

59幻)

JUDICIAL & CRIMINAL JUSTICE， LAO (The Legislative Analysts' Office)， 2008-

09， at 138-151. 

60) Id. at 147-48. 

61) Fact Sheet on AB900: California's Massive Prison Expansion Deal， May 2007， 

available at http・Ilwww.criticalresistance.org/downloadsl AB900_Fact_Sheet. 

pdf#search='Fact Sheet on AB900: California's Massive Prison Expansion Deal，' 

62) AB900 borrows $7.5 billion to build new prisons: Fact Sheet on the use of Lease 

Revenue Bonds to Build Prisons， Updated May 2008， available at http://curbprison-

spending.org/wp-content/uploads/20 1 0 10 5/F act -Sheet -on -Lease-Reven ue-Bonds 

Updated-May-08.pdf 

63) Fact Sheet on AB900， supra 61. 

64) Donald Specter， supra 22 at 197 

65) Id また， David Muradyan， Review of Selected 2007 Calφrnia Legislation: Govern-

ment.目 Cal柿rnia'sResponseωIts Prison Overcrowding Crisis， 39 MCGEORGE L. REV. 

482 (2008). 

66) California Anl1ual Revi，仰目 SU111111ary:AI1ゆdate011 t加 CaliforniaPrisol1 Crisis and 

Other Develop111enぉil1State Corrections Policy， 14 BERKELEY J. CRIM. L.143 at 152-

153 (Spring 2009). 

67) “Plan would parole the gravely ill， shi丘inga few inmates could save millions，" 

The Sacramento Bee， March 28， 2010， A16 

68) Garisson S. Johnsol1γ. California， 543 US 499， 510-511. 

69) California Anl1ual Review， supra 66 at 161. 
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70) California Annual Review， supra 66 at 166. 

71) Eumi K. Lee， Commentaヴ刀leCe仰がeceωRealRφrm? Political， Legal， and 

50αal Barriers to Reentry in California， 7 HASTINGS RACE & POVERTY LAW JOURNAL 

243 at 250-251 (Winter， 2010). 

72) Id目 at251-252. 

73) Id. at 253. 

74) Id目

75) Id. at 260-261. 

76) 5UMMARY: 2007 CalゆrniaCriminal Legislation: Meaningful Change， or Preserv-

ing the 5tatus Quo? 13 BERKELEY J. CRIM L. 97 at 115 (Spring 2008). 

77) Cunningham v. Calザornia，549 U.S. 270; 2007 U.S. LEXIS 1324， JanuaJγ22， 2007， 

Decided. 

78) Senate Bill 40， 2007-08 S.， Reg. Sess. (Cal. 2007); available at http://info.sen. 

ca.gov /pub/07 -08/bill/ sen/ sb_ 0001-0050/ sb_ 40_bill_20070330 _chaptered.html 

79) 5UMMARY， supra 76 at 106， 109. . 

80) Id. at 110. 

81) Id目 at115. また， Lopez， ColemanlPlata: Highlighting the Need to Establish an In-

dependent Corrections Commission in California， 15 BERKELEY J. CRIM. L. 97 (Spring， 

2010)は，独立の監視委員会を提唱する。

82) Coleman v. 5chwarzenegger， 2009 U.S. Dist. LEXIS 67943， NO. CIV S-90-0520 LKK 

JFM P THREE-JvDGE COURT， NO. COl-1351 TEH， THREE-JUDGE COURT， UNITED 

STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF CALIFORNIA， August 4， 

2009， Decided 

83) Id. at 6-9. 

84) Id. at 9. 

85) Id固さらに，同「命令書J182頁の結論部分では，連邦裁判所の役割を次のよう

に，繰り返し限定している。「連邦裁判所は州の事柄に軽々に介入するものではな

い。連邦制の原則，ネL節，そして権力分立は，連邦裁判所に対して州政府の事柄に

関与することから，最も差し迫った状況以外では，自重するよう要請している。そ

の場合においても，連邦裁判所は慎重に〔手続を〕進行し，州に対して連邦憲法およ

び連邦法上の義務を自発的に果たすようあらゆる機会を付与しなければならない。

. [州の〕政治プロセスが，マイノリティー[=受刑者〕の憲法上の権利を保障す

ることに全く失敗した場合， [連邦〕裁判所はそれら権利を擁護することができ，ま

たしなければならない」と。

86) Id. at 183. 

87) Coleman v. 5chwarzenegger， 2010 U.S. Dist. LEXIS 2711 at 31. NO. CIV $-90-0520 
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LKK )FM P THREE-)UDGE COURT， NO. COl-1351 TEH THREE-)UDGE COURT， UNITED 

STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA， January 12， 

2010， Decided. 

88) Id. 

89) Id. at 32. 

90) Prison Law Office， Current Events， available at http://www.prisonlaw.com/events. 

php 

91) Coleman v. Schwarzenegger， supra 87， 2010 U.S. Dist. LEXIS 2711， January 12， 

2010 

92) Coleman v. Schwarzenegger， id. at 33-34. また 3名の裁判官の一人，へンダーソン

による以下の講演録も参照。 TheltonHenderson， S戸叩osium:Confronting the Crisis: 

Current Sωte Initiatives and Lasting Solutions for California Prison Conditions: Key-

note Address・Coけontingthe Crisis of (ごalφrniaPrisons， 43 U.S.F. L. REV. 1 at 6 

(Summer， 2008). 州の判断に敬意を払うとするのと同時に，裁判所の役割として，

特に行刑にかかわる矯正局のような官僚体制に切り込むためには何が必要かについ

て，へンダーソンは，コロンビア大学ロースク-)1/Susan Sturm教授の言う「触媒

アプローチ (CatalystApproach) Jを提唱する。このアプローチは，裁判所がいわば

触媒となって変化を当事者に起こさせる方法であるとする。すなわち，これは「裁

判所が命ずる憲法的救済を発展させ，かつ実施するという両面について，主要な役

割を被告[=カリフオノレニア州〕に担わせることを目標にしている。また必要で、あ

れば，そのような憲法に違反する状況をそもそも作り出した組織内に横たわる文化

を変革させることをも〔被告に担わせる]0 J CId. at 8.) 

93) さらに，最新の 2010年4月 14日の判決 (Colem仰 v.Schwarzenegger， 2010 U.S. 

Dist. LEXIS 49510， April14， 2010.)では， 1995年のコールマン判決で任命された

『特別主事』が 2009年 12月24日に提示した「報告および勧告 (Reportand Rec 

ommendations) Jにおいて，精神病患者等の受刑者自殺率が他州と比較して有意に

高いとしていることに関連して，次のような命令を発している。 11，特別主事の

2009年 12月24日勧告は，今回は採択しない。 2，今後 120日以内に，特別主事の指

導のもと，被告[=カリフオルニア州〕は， [以下の事柄を〕再点検 (review) しな

ければならない。〔即ち，]あらゆる自殺防止策および慣行，あらゆる自殺調査および

報告過程，それら方策，慣行および過程の実施。また， この再点検の一環として，

被告は，自殺防止策および慣行， [その〕調査および報告過程，さらにそれらの実施

に対する，いかなる，そしてあらゆる特定の修正をも，受刑者自殺問題に取り組む

ために必要なものとして確認しなければならない。その後 45日以内に，特別主事

は，当裁判所にこの再点検について報告をしなければならない。 3，精神健康局 (De

partment of Mental Health)は，特別主事の自殺調査過程にとって本質的な情報を
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提供することに関して，特別主事と打ち合わせを行い，必要であれば，その提供の

ための適切な方針および手続を策定しなければならない。これは，この命令によっ

て定められた 120日間の再点検期間内に行われなければならない。J(Id. at 24-25.) 

〔付記〕本稿は， 2010年度パッへ研究奨励金I-A-2による研究成果の一部である。

(2010年 10月30日脱稿)
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